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令和５年第４回 邑南町議会定例会（第３日目）会議録

１．招集年月日 令和５年６月５日（令和５年５月29日告示）

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 議 令和５年６月14日（水） 午前９時30分

散会 午後３時31分

４．応招議員

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １３名

７．欠席議員 なし

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 井上 義博 事務局調整監 植田 靖子

10．町長提出議案の題目 別紙のとおり

11．会議録署名議員の氏名

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 奈須 正宜 ２番 鍵本 亜紀 ３番 野田 佳文 ４番 日高八重美

５番 瀧田 均 ６番 平野 一成 ７番 和田 文雄 ８番 宮田 博

９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二
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９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

議席 氏 名 議席 氏 名

９番 漆谷 光夫 10番 大屋 光宏

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 大賀 定

情報みらい創造課長 柳川 修司 地域みらい課長 田村 哲 財務課長 三上 和彦

町民課長 秋田 敏子 医療福祉政策課長 小笠原誠治 産業支援課長 白須 寿

建設課長 上田 修 水道課長 沖野 弘輝 保健課長 坂本 晶子

羽須美支所長 三上 徹 瑞穂支所長 三浦 康孝

教 育 長 大橋 覚 学びのまち総務課長 植田 啓司 学びのまち推進課長 高瀬 満晃
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令和５年第４回邑南町議会定例会議事日程（第３号）

令和５年６月14日（水）午前９時30分開議

開議宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 一般質問
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令和５年第４回 邑南町議会定例会（第３日目）会議録

【令和５年６月14日（水）】

―― 午前９時30分 開会 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開議宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） おはようございます。これより本日の会議を開きます。本日

の議事日程は、あらかじめお手元に配布をしたとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１。会議録署名議員の指名をいたします。９番漆谷議

員。１０番大屋議員。お願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２。一般質問を行います。一般質問は通告順に行いま

す。あらかじめ一般質問の順番を申し上げておきます。通告順位は、１番奈須議員。３番

野田議員。４番日高議員。１０番大屋議員。９番漆谷議員。２番鍵本議員。１２番辰田

議員。以上７名です。それでは、通告順位第１号奈須議員登壇をお願いします。

（奈須議員登壇）

○奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） １番、奈須議員。

○奈須議員（奈須正宜） おはようございます。１番奈須正宜でございます。よろしく

お願いいたします。新型コロナウイルスの感染法上の位置づけが５月８日から５類に移行
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され、町内でも運動会や球技大会など様々なイベントも開催され、やっと日常が少しずつ

ではありますが取り戻されてきています。また、子どもたちがマスクをせず伸び伸びとい

ろいろな活動に笑顔で取り組んでいる姿に喜びを感じています。その反面、学校生活にお

いて危惧しておりますのが、コロナウイルスが感染法上５類に移行されましたので濃厚接

触者の定義はなくなり、家庭内に感染者が発生しても、学校への出席ができるようになり

ます。３年続いたコロナ感染症という言葉の威力は、まだまだ私たちから抜けることはあ

りません。このことで、学校生活において仲間外れやいじめにつながるようなことがあっ

ては絶対になりません。しっかりと注視し対策していただきますようよろしくお願いいた

します。また、物価の高騰や円安によりまだまだ経済の回復には至っておりません。今後

も引き続き町内の事業所に対し注視していただくようよろしくお願いいたします。長い３

年間のコロナ対策や対応において、保健課、医療従事者、学校や保育園の先生方、並びに

関係各所の方々の対応御尽力に深く感謝申し上げます。それでは提出しております通告書

にしたがいまして、次の３点について質問及び提案をさせていただきます。１、フレック

スタイム制度について。２、２０３０年国民スポーツ大会について。３、人口問題につい

てでございます。それでは、１番目のフレックスタイム制度について質問に入らさせてい

ただきます。現在の職員の利用状況と利用ができなかった例は何件あるのか。また、利用

ができなかった理由は何かお聞かせください。

○大賀総務課長 （大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

○大賀総務課長（大賀定） フレックスタイム制度について、現在の利用状況と利用で

きなかった例は何件あるのか、またできなかった理由はとの御質問でございます。まず、

フレックスタイム制度の概要についてでございますが、この制度は職員が地域活動を行う

場合あるいは育児や介護などを行いやすい環境をつくることを目的に、令和４年１０月１

日から運用を開始しておりこれまでに延べ７５名の職員がこの制度を利用しております。

その内訳につきましては、子どもの通院のため８件。子どもを保育園などへ送迎するため

３７件。親をデイサービスへ送り出すため１件。夕方から開始される会議出席のため２９

件の累計７５件となっております。またこれまでに利用できなかった例は２件ございまし

た。１件目は、管理職からの申請があったもので毎週金曜日の午後１時から５時１５分ま

での間、地域活動に従事するために勤務をほかの日に割り振るというものでございまし

た。これにつきましては、毎週金曜日の午後不在になることにより管理職としての業務に
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支障が生じる可能性があるとの判断から、その利用が認められなかったものでございま

す。２件目は、子どもを習い事に通わせるため毎週金曜日夕方の勤務をほかの日に割り振

るものでした。これにつきましては所属課において協議をしたところ、育児のためやむを

得ない理由とは言えないことから、所属長及び課内の職員の理解を得ることができないと

の判断からその利用が認められなかったものでございます。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 御答弁ありがとうございます。７５名利用できているという

ことで、思った以上に利用者が多いんだなあと感想を得ました。利用ができなかったのが

２件、こちらのほうが思った以上に少なかったなという私の感想です。意見としていただ

いたのは、利用がしづらいというのと取りづらいという意見をいただきました。やはり申

請まで至ってない人がたくさんおられるという感想を得ています。それで二つ目の質問に

入るんですが現在のフレックスタイム制が認められる例は、地域運営等に従事しようとす

る場合、育児と介護に従事しようとする場合、業務内容等を考慮し勤務時間を割り振る必

要がある場合、この７５名の方の今の理由を聞きますとこれに該当しているなと感じまし

た。ですが、やはり利用を求める職員のニーズにこたえるために、フレックスタイム制度

が認められる例を緩和することはできないか。緩和し職員のニーズにこたえることで、働

きやすくなり職員の働く意欲の向上や生活にもゆとりが持てると考えます。このことにつ

いて、町のお考えをお聞かせください。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

○大賀総務課長（大賀定） フレックスタイム制度が認められる例を緩和できないかと

いう御質問でございます。フレックスタイム制度を導入した目的でございますが、奈須議

員もおっしゃいましたけども、私たち職員は、地域の一員として地域運営組織などの設立

支援その後もその組織の運営や活動の担い手として携わることにより、職員自身の自己実

現と地域内での存在意義を再確認することなどを第一の目的としております。また、育児

や介護等により、柔軟な働き方を必要とする職員が働きやすくすることを目的としていま
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す。こうした目的を達成するための制度であり、この制度の運用に当たっては住民の皆さ

んからの理解が大前提であり、かつ業務に支障がないこと所属している課の職員の理解が

得られる理由であることも当然必要となってまいります。制度の運用につきましては申請

理由が先ほど述べた目的に合致したものであるかどうかを踏まえ、今後も適切に運用して

いく必要があると考えております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） わかりました。やはり緩和という部分では今ある中でのこと

でやっていくということで、地域住民の理解が得れなければできないという意見をいただ

きました。この中でちょっと私の個人的な意見になってしまうかもしれませんが、このフ

レックスタイム制度を利用するに当たって、部活動の地域移行何度か一般質問させてもら

っています。こちらの部活動の地域移行が今進められている中で、その指導者の育成と確

保のために中学校の部活動の指導やスポーツ少年団などの指導のために、フレックスタイ

ム制度は利用できないのか。またこれであれば住民の理解も得れるんではないかと思うん

ですが、今後指導者不足ということもあり業務時間を削るというわけではなくて、フレッ

クスタイムで早く帰らしていただいて、違う日に就ける。そして指導に早めに当たれる環

境をつくるのは、これは地域運営等に従事しようとする場合に含まれるのかどうかお聞か

せください。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

○大賀総務課長（大賀定） 先ほど議員がおっしゃいました部活動の指導あるいはスポ

ーツ少年団の指導について、平日の勤務を割り振って早めに勤務を終了して指導に出かけ

ることについては、地域において職員の存在意義を高める活動でもあると思いますし、職

員の労働意欲についても有益だと思っておりますので、フレックスタイム制度の趣旨にの

って是非取り組んでいただきたい活動の一つと思っておりますので、１週間当たりの３８

時間４５分の勤務についても工夫をしながら取り組んでいっていただけたらと思っており

ます。
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●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 指導者不足確保が難しいという問題が全国的にあがっており

ますので、このフレックスタイム制度等を上手に利用しながら職員の方が、地域の指導に

当たっていただけることが、子どもたちのためにもなると思いますので、そちらのほうも

しっかりと進めていくようによろしくお願いいたします。その質問をしたのが、今回の利

用のほうで部活動の指導等若しくはスポーツ少年団等の指導というのがなかったのでちょ

っと質問させていただきました。今後はそちらのほうを進めていくようよろしくお願いい

たします。それで利用できなかった件の中で地域の会議に出席するためというので、管理

職だから業務内容等を考慮できてないということで利用ができなかったっていうのはわか

るんですが、もう一つのほうで子どもの習い事に通わせるため駄目だったという１件だけ

あると言われたんですが、できればこういうことでフレックスタイム使いたい意見をいた

だいております。やはりこの子どもの育成等子ども条例のほうに、子どもの居場所づくり

第１２条、町と保護者、学校保育福祉施設関係者、医療機関、町民、事業所そして地域

は、子どもが安心して過ごし自分らしくいられ信頼できる人間関係をつくり合うことがで

きる居場所づくりに努める。町は、子どもの多様な居場所についての考え方の普及、居場

所の確保の充実に努める。そして解説のほうに、子どもにとっては、家庭、学校、保育所

など、子どもが主に生活する範囲だけでなく、地域、習い事、スポーツ少年団、部活動な

ど広い範囲が居場所となると考えられます。子どもが自分らしくいられ、子ども同士だけ

でなく、大人とも信頼できる人間関係をつくり合うことが、子どもの安心感につながりま

す。家庭や学校などの物理的な居場所だけでなく、挨拶や気兼ねなく話ができる人間関係

など、心理的なものも子どもが安心して過ごせる広い意味での居場所です。多様な居場所

の考え方が理解されることや、様々な居場所が確保の充実に取り組みます。長くなるんで

すがもう一つ。子どもの学び自己実現第１４条、町と保護者、学校保育福祉施設等関係

者、医療機関、町民、事業所そして地域は、子どもの学ぶ意欲と学ぶ権利を尊重し、一人

ひとりの個性に寄り添い、自立性や主体性を育む環境づくりに努める。２、町は、将来の

夢や進路を実現するために、子どもが将来を考える機会を確保するよう努める。解説のほ

う二つほど抜粋します。学びは勉強だけではなく、スポーツ活動や文化活動、またそれら

を通じた人との関わりなど様々な場所から得られるもので、多様な学ぶ機会の充実が求め

られます。子そもたちには、それぞれの個性があり、一人ひとりの学びたい気持ちや学ぶ
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権利が保障される環境づくりに取り組みます。と子ども条例のほうに示してあります。そ

れで、先ほどの件で子どもを習い事に通わせるというのは職員の理解が得られないという

ふうな回答だったと思います。やはり子ども条例にもありますし、やりたいっていう子ど

もの思いそしてやらせてあげたいという保護者の思い、これを大切にしていってもらいた

いと私は考えます。この子ども条例の制定がありますので先ほど駄目だったという子ども

の送りのための利用はできないのかどうか、若しくは検討していただけないかお考えをお

聞かせください。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

○大賀総務課長（大賀定） 先ほど一つ目の質問の中で利用できなかった例として子ど

もに習い事をさせるため通わせるためということで、課内の職員の理解を得ることができ

ないということで利用を認められなかったという説明をさせていただきました。それで先

ほど議員更におっしゃいましたように、子どもの学びに多様な学びがあるということは十

分理解をしているつもりでございます。それから習い事を否定するものでもございませ

ん。ただ、役場職員だけではなくて町内事業所の皆様、広く町民の皆様の理解を得ること

が大前提であると申し上げました。そういうことからも、現状では現在の判断の要件につ

きまして緩めて行っていく運用は、考えておりません。職員にも理解を求めていきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 緩和することは難しいという御答弁をいただきました。私の中

でも、できればそういう習い事等子どもたちに一つ一つやりたいということをやらせてあ

げたいという気持ちはあります。このフレックスすごくいい制度だなと思って、私も会社

員もしておりますのでフレックスタイムが利用できればいろんなことができるなと、すご

くいい制度だと感じております。今すぐにそれを緩和しろというのは難しいということで

したが、今後職員の中でも理解が得られるようなかたちがとれるようになれば、ずっとこ

のまま緩和せずこれだけにしかフレックスタイム制度は利用できないっていうわけじゃな
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くて、そのときそのときで変えていっていけるようなかたちをつくっていただけたらと思

いますので、今は無理としても検討していただけたらと思います。それでは、次の質問に

移らさせていただきます。２番目の２０３０年国民スポーツ大会についてでございます。

軟式野球の開催地として、今の推進状況と石見スタジアムと瑞穂球場の改修の予定はある

のか、お聞かせください。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 国民スポーツ大会について、いわみスタジア

ムと瑞穂球場の改修についてお答えします。２０３０年島根県で、第８４回国民スポーツ

大会第２９回全国障害者スポーツ大会が開催されます。邑南町は先ほど議員おっしゃられ

たように国民スポーツ大会の軟式野球の開催地として、全６会場の内いわみスタジアムと

瑞穂球場の２会場が選定されております。両球場の改修について、いわみスタジアムが平

成８年瑞穂球場が昭和５７年に竣工していることから、両球場とも修繕が必要になる年数

を経過しております。予定としましては、令和６年度に行われる中央競技団体の視察の結

果を受けまして、基準に満たないと指摘された箇所について修繕をする必要があります。

修繕の具体的なスケジュールについては関係機関と協議を行い、各施設の修繕を進めたい

と考えております。以上です。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 令和６年の視察の結果でそれで令和６年に修繕をすると。そ

してその視察のときに必要とみなす箇所を修繕するというふうな回答をいただきました。

必要な箇所のみになるのかもしれないんですが、やはり国民スポーツ大会後は、町民の方

がいわみスタジアムや瑞穂球場を今まで使用されると思います。町民の方の意見を聞いて

皆様が使いやすいようにしていってもらいたいんですが、球場の改修について意見交換や

アンケートなどは実施していただけないのか、お考えをお聞かせください。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議員さんおっしゃられるように、関係機関の

中にそういうスポーツ団体とかも御意見も十分聞いて改修のほう進めてまいりたいと思っ

ております。具体的な修繕の箇所については、まずは軟式野球連盟の指摘に従って改修を

おこなって、それ以上のところはいろいろ関係機関と、予算もございますので協議が必要

と考えております。以上です。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 大会後に使用されるのが町民の皆さんということで、その意

見のほうも反映していっていただけたらと思っております。それで二つ目の質問に移るん

ですが、近年の少子化もあり子どものスポーツ離れが進んでいると感じています。町内の

いろいろなクラブチームでも子どもが減り、団体スポーツにおいては大会に参加すること

も難しくなってきている状態です。邑南づくり教育計画には２０３０年島根県において、

国民スポーツ大会全国障害者スポーツ大会が開催され、邑南町では軟式野球開催が決定し

ました。これを契機にスポーツ振興を進めるとうたわれています。今の子どもたちにスポ

ーツへの関心を持ってもらうためのイベントは予定しているのか。前にも行われていまし

たが、例えばプロの選手を招待して講習会を行うなどの計画は予定されているのか、お考

えをお聞かせください。

○学びのまち推進課（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学びのまち推進課長。

○学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議員御質問の、子どもたちがスポーツに関心を高

めるためのイベント等の予定はあるかとの御質問でございます。２０３０年に開催される

国民スポーツ大会に対して島根県の基本計画の目標として、２０２１年から２３年にかけ

ては、競技力向上推進体制の構築。２０２４年から２６年にかけては、競技力向上推進体

制の充実。２０２７年から２９年にかけては、競技力向上推進体制の確立。２０３０年に
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ついては、天皇杯・皇后杯の獲得。それ以降２０３１年につきましては、国民スポーツ大

会終了後も将来につながる本物の競技力の定着と地域に根差したスポーツの振興競技力の

定着を目指しています。こういった計画の中トップアスリート派遣事業として２０３０年

開催の国民スポーツ大会に向けて、ジュニア層の意識啓発と競技力の向上を図る目的で、

県内小学生を対象とした各競技のトップアスリートなどの派遣事業が計画されており、令

和５年度においては県内の小学校８校で実施予定となっております。協議を選ぶことはで

きませんが、邑南町でも今現在２校が希望しておるとこでございますが決定とはなってお

りません。また、市町村と連携した競技体験の開催ということで２０３０年の国民スポー

ツ大会に向けて、未普及競技を中心に小中学生の選手発掘、それから育成を目的とした事

業を計画されております。具体的な内容としては、県内各地で様々な競技の体験会を開催

する予定となっておるとこでございます。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 先ほど令和５年度に８校県内で実施決まっていて、邑南町内

でも２校希望していると答弁いただきました。単発にならないようにいろんな選手発掘等

も邑南町で行っていって、２０３０年までにスポーツ人口が増え、子どもたちがいろいろ

なスポーツができる環境の整備等も行っていってもらえれば、邑南町としても国民スポー

ツ大会で盛り上がりを見せれるんじゃないかと思いますので、まず初めのスタート地点に

子どもたちが立つための、興味を持ってもらうために設備の充実とかっていうところを進

めていってもらえたらと思っております。それで、先ほどの質問とちょっと重なるところ

もあって答弁も重なるところがあるのかもしれませんが、三つ目の質問で、今の子どもた

ちが国民スポーツ大会に観戦に行くだけではなく、数多くの邑南町の子どもたちが選手と

して国民スポーツ大会のいろいろな競技に出場し活躍することで、開催地としても町とし

ても盛り上がり、活性化につながっていくのではないかと考えます。また、大会後も全国

大会や国際大会で活躍できる邑南町の選手の育成にもつながっていってほしいと考えま

す。既に、近隣市町では２０３０年の国民スポーツ大会に向けて選手の育成を始められて

いるところもありますが、この国民スポーツ大会に出場する選手の育成について、町のお

考えと計画されていることがあればお聞かせください。

○学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、学びのまち推進課長。

○学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議員御質問の大会に参加する選手の育成について

の御質問です。各小中学校で作成している体力向上推進計画によりますと、スポーツテス

トの結果、県平均を多く上回っている種目もあれば下回っている種目もあり、学年によっ

てもこの結果のばらつきはございます。スポーツクラブに所属していない児童や中学校の

部活動に所属しない生徒もいる中、体力向上と運動の面白さや生涯を通してのスポーツ推

進のため、これまでもスポーツ少年団や中学校の部活動の支援、社会体育の推進などを行

っておりますが、今後も引き続き支援を行うことを考えており、議員御質問の国民スポー

ツ大会に特化した選手の育成については現在のところ予定しておりません。今年度は邑南

町スポーツ協会では、スポーツ指導者研修会、子ども向けスポーツ研修会、ユニバーサル

スポーツ体験会の開催を予定しております。また、異年齢交流プラス生涯スポーツ大会参

加者減の対策として体験会、全スポについてはチャレンジゴールボール大会の開催を予定

しております。ＮＥＣレッドロケッツの来町中止の申入れがありましたが、今後はバレー

に限らず様々なスポーツの振興を重視していくことを考えております。邑南町としてキッ

ズ層の選手育成などは、島根県と協働して行うこととしており、２０３０年国民スポーツ

大会、全スポ大会の開催機運の醸成に力を入れていきたいと思っております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 社会体育等にも支援をしていくという答弁がありました。そ

こについてなんですが私も指導のほうをしておりまして、育成の部分で考えますと、今国

際大会とかこの大会に出場する選手の育成についてはまだ考えていないという話だったと

思います。この邑南町で軟式野球が開催されます。そして近隣市町でいろんなスポーツが

開催される中で、やはり邑南町の選手が子どもたちが出場する機会が多くなればなるほ

ど、はじめ申し上げたように邑南町としても盛り上がっていきますし、それが邑南町の力

にも変わっていくんじゃないかと私は考えております。それで、育成部分でそこを今まだ

考えていないという形だったんですが、指導の中で遠征はすごく大事なものになってきて

います。コロナも大分落ちつきまして、県外への遠征等々も多分中学校や小学校のスポー

ツ少年団等も行っていると思うんですが、やはりその中で物価も高騰しておりますし遠征
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費、保護者さんの負担等がすごく今かかってきているんではないかと思っております。育

成、社会体育への支援というふうに先ほど言われたんですが、いろいろなスポーツ等の県

外への遠征費についての助成は行っていただけないか。それを育成としてつなげていって

もらえないか、町のお考えをお聞かせください。

○大橋教育長（大橋覚） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大橋教育長。

○大橋教育長（大橋覚） 議員御質問の遠征費等の助成についてでございます。まず邑

南町につきましては、全国大会と名のつく大会に必要される場合はそれ相当分の助成をさ

せていただいているところでございます。そのほか、練習試合も含めまして公式戦、様々

な大会があるんだろうなと思っておりますし、クラブ、部活によっても様々だろうなと思

っています。行政といたしましては先ほどもありましたように、皆様に御理解をいただけ

るような助成制度というところで、現在のところは全国大会のみと。ただ、おっしゃられ

ましたようにその機会を提供していくということであれば、いろいろなトップアスリート

等々の招へいも必要になってくるだろうなと。そういったところは、行政の役割として今

後も進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） やはり助成ということになると広い方の理解が必要というこ

とで、難しいというのはやはり私もわかります。ですがスポーツ大会が島根県で開催され

るっていうのが本当にもう何十年ぶりかのことで、皆様もそれは知っとると思われるんで

すが、そういうときにやはり邑南町の子が今の子どもたちがそこに出れる機会が多くなれ

ばなるほど、何度も申し上げておるんですがすごくいいことだなと思っておりますので、

なかなか遠征費をちょっと助成したりとかっていうのは難しいかもしれませんが、それを

トップアスリートを呼んで一度講習会を行ってみたりとか、そういうようなことも行いな

がら、そしてやはり地域で指導されてる方というのはすごく一生懸命やっておられる方が

すごく多いです。その中でそこのチームへ町政としても、少しずつ協力体制がとれるよう

なかたちが今後とれていけるような体制ができたらなと、私は思っております。難しいこ
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とだとは思うんですが、今後の検討課題のほうに入れていただけたらと思っております。

それでは、次の質問に移らさせていただきます。３番目の人口問題についてでございま

す。この質問には今までも数多くの議員の方が質問されてきたと思います。そして、邑南

町の人口が１万人を切り、令和５年４月３０日のデータでは９，８６５人と。前年同月と

比べると２３６人減少しているとデータにありました。この人口減少問題については、邑

南町としても早急に対応していかなければならない問題の一つと考えます。定住移住人口

維持のための今年度の施策とその中でも重点的に行う施策は何か、たくさんあると思いま

すので重点的に行う施策は何か、お聞かせください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 定住移住人口維持のための今年度の施策は、また重

点的に行う施策は何かという御質問でございます。まず、移住定住施策に関してどういっ

た取組が必要かと申しますと、大きなものとしては仕事と住まいが考えられます。そうし

た分野に対する施策を講じる上で必要なものをあげるとすれば、仕事に関しては地域の産

業振興や新たな雇用を創出する施策が考えられます。そして住まいに関しては生活環境整

備として行う住宅整備や上下水道、道路整備などの生活インフラ整備が該当すると考えま

す。このほかにも移住者にとっては医療・福祉サービスや子育て世代にとっては、教育環

境の充実も必要な条件になっていると思います。また人口維持に関しましては、基本的に

は出生数を増やすことや転出者を上回る転入者の受入れが必要です。こうしたことを踏ま

え重点的に行う施策は何かということですが、移住や定住を促すための施策は直接的なも

のも間接的なものもあり、広く他分野に及ぶと考えています。この場で特定の施策を全て

申し上げることはできかねますが、地域みらい課の所管しているものを申しますと産業振

興と雇用創出に関しましては、特定地域づくり事業協同組合制度を活用した事業や道の駅

再整備事業などがあげられます。そして住まいに関する生活環境整備については、民間賃

貸住宅整備事業や空き家の利活用を推進する住宅相談センターでの事業、町営バスなどの

生活交通があると思ってます。さらに人口維持施策に通じるものとしましては、地区別戦

略発展事業や地域コミュニティの再編に向けた取組があります。今年度は地域コミュニテ

ィのあり方について検討委員会から提言が出される予定です。人口維持に向けた施策は短

期的には効果が見えにくく長期的な視点での取組が必要ですが、対策として考えられるの

は、安心安全に暮らせる地域コミュニティを維持するための仕組みづくりによって、地域
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の持続可能性を高めることかと思っています。人口減少化で地域の担い手が不足しても地

域が持続できるよう再編することにより、取組をしたいと考えています。このほかにも、

それぞれの所管課でハード面、ソフト面で重点的に取り組んでいる施策があると認識をし

ております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 令和５年度の施策として、たくさんの移住定住を目的とした

施策そして人口維持を目的とした政策たくさんあると思います。その中で移住定住ＵＩタ

ーンのほうに、意見をいただいておりますのでそちらのほうの質問に進めていきたいんで

すが、ＵＩターンを考えている方や町民の方から、新たな子育て支援の拡充高校生までの

医療費の無償化について要望する意見をいただいています。この高校生の医療費の無償化

については数多くの議員の方が、これまでも質問されてきたと思います。その中の意見の

中で子育て支援の拡充を要望される方の意見なんですが、邑南町ではなく近隣の市町まで

Ｊターンされてる方も多く、そういう方々の意見をちょっと聞いてきたんですが、意見と

しては邑南町や近隣市町のホームページを見て子育てなどの支援率が高いところに移住し

た例が多いようです。理由としては、邑南町の実家まで車で１時間以内で帰省できること

と、物価高騰により生活費が上がりその反面給料は上がらず経済的な支援率が高い近隣の

市町を選んでいるとの意見をいただきました。また、高校生までの医療費の無償化の要望

については、町外の高校に進学している保護者の方から意見をいただいたのですが、その

高校がある地域なら高校生の医療費が無償になるので、子どもの住民票を移そうか悩んで

いるというような意見もいただきました。邑南町でも高校生までの医療費を無償化するこ

とで、町民と町外から矢上高校にやってくる進学する方の支援にもつながると考えます。

この意見や要望を踏まえ、新たな子育て世代の拡充等、高校生までの医療費の無償化につ

いて町のお考えをお聞かせください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） ＵＩターンを考えている方や町民の方から、新たな
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子育て支援の拡充の声があることについて、町の考えをという御質問でございます。子育

て支援に関して申しますと、邑南町では日本一の子育てができる環境づくりを進めるため

に、日本一の子育て村基本構想を平成２３年度に作成し、子育て世代の経済的負担の軽減

を始めとした施策などを他の自治体に先駆けて進めてきたところです。昨年地域で子育て

をキーワードに１０年間取り組んできた、日本一の子育て村基本構想での取組を普遍的継

続的なものとするために、邑南町の子ども施策の基本であり地域社会全体で子育ち・子育

て環境をつくるための共通の理念として邑南町子ども条例を制定したところでございま

す。今後の必要な施策については、子ども条例の基本理念に照らして検討してまいりたい

と考えています。どのような要望がどのくらいの声として上がっているのか議論のきっか

けにさせていただきたいと思いますので、是非それぞれの担当課へお届けいただければと

思っております。

○坂本保健課長（坂本晶子） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、坂本保健課長。

○坂本保健課長（坂本晶子） 先ほど子ども医療費をお尋ねいただきました。子ども医

療費を所管いたします保健課より御説明をいたします。高校生までの医療費の無償化に対

する町の考えについての御質問でございました。まず、現在の高校生に対する助成につい

て県内の状況でございますが、令和５年４月より新たに２市町が加わり今年度は１０市町

村が実施しておられ、徐々に県内において助成を受けることができる子どもたちが増加し

ているという状況でございます。そうした中で、議員お尋ねの本町の現在の考えでござい

ますけれども、昨年度制定されました子ども条例の中では、基本理念のほか第１５条に、

町は子どもの健やかな成長を支援するためその健康の確保及び増進に関する施策の充実を

図るとうたわれております。先ほど県内の状況を御説明申し上げましたがその状況を鑑み

ますと、県内において他市町と等しく安心して医療にかかり疾病の早期発見や重症化を防

ぐという観点から、本町においても助成の必要性を認識しているところでございます。今

後は子ども条例制定に伴う新たな子育て支援の拡充施策の一つとして、関係課と共有いた

しまして検討していきたいと考えております。あわせまして、引き続き国に対しては全国

一律の制度として実施していただくように要望しつつ、鳥取県においては全市町村で無償

化をする方針も打ち出されており、また先日の報道におきましては、島根県知事の少し前

向きなコメントも拝見したところでございますので、県に対しましても現在の助成制度の

拡大につきまして要望していきたいと考えております。
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●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 地域みらい課長は、今後新たな子育て支援の拡充については

要望があればまた課のほうへ話をしに来てくれということだったので、また新たに意見を

まとめてお話をしに行こうと思いますので、前向きな考えで一緒に考えていけたらと思っ

ておりますのでよろしくお願いします。また高校生までの医療費の無償化については、県

内でももう１０市町村がやられているというような答弁をいただき、僕も子ども条例のこ

とを意見しようと思ったんですが、今保健課長のほうから前向きに検討していくという回

答だったと思います。よろしいですか。回答をいただきましたのでこの質問に対してはも

う質問することがなくなりましたので、次の質問のほうに移らさせていただきます。最後

の質問になりますが邑南町の中心的施策であった、日本一の子育て村構想とＡ級グルメ構

想が終了しました。この二つの構想は、邑南町といえば日本一の子育て村、邑南町といえ

ばＡ級グルメ構想、と全国的にも言われる構想だったと考えます。終了した今、定住移住

を推進していく中でＵＩターンを考えておられる方への今の邑南町の魅力は何か、町のお

考えをお聞かせください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 今の邑南町の魅力は何か、という御質問でございま

す。移住定住を考えておられる方の動機や目的は違いますので、何が魅力的なのかは個人

の価値観によって感じ方はそれぞれだと思いますが、その中で、島根県中山間地域研究セ

ンターが２０１９年に行った、若者世代の定住に向けた新たな視点に関する共同研究の報

告書に記載された内容を参考に説明をさせていただきたいと思います。報告書の中で若者

の移住時における居住地の決定理由という調査項目に対しまして、上がっていたものの中

でＩターン者の該当度が高いのは、自然環境が豊か、結婚相手のふるさと、家族と過ごす

時間の確保、職場が近い・通勤時間が短いという結果が示されています。そして、Ｕター

ン者は自分のふるさとである、親などが近くにいるが高く、ほかには家族と過ごす時間が
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確保できる、自然環境が豊か、職場が近いといった項目の該当度が高くなっていました。

いずれの項目も邑南町に該当するものであると考えています。こうした結果から地方の魅

力の一つである自然環境の豊かさは、一番の魅力であることは間違いありませんが、地域

への愛着を持つことや家族が邑南町で暮らし続けていることが、Ｕターン要因の一つであ

り、これまで邑南町が町民との協働で取り組んできました、地域コミュニティ活動やふる

さと教育など地域ぐるみでのまちづくりの取組が魅力の一つであると考えています。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 今邑南町の魅力を答弁いただきました。ですが、なかなか言

い方が悪くなるかもしれないんですが今までの２大構想がすごく印象が強過ぎて、そちら

に比べると魅力なのかなっていうところを感じておられる方もやはりおられます。そして

やはりＵＩターンをしたいとか近隣までされたっていう方の意見をちょっと聞いているう

ちに、ちょっと邑南町はどうなのかっていうような話も上がってきて、やはりＡ級グルメ

のこととか日本一の子育て村が終了をしているっていうこととかも意見としてやはりあり

ました。どこがいいのかなぜかっていうようなことを聞かれますと、僕もここがこれが邑

南町のいいとこだよ、こういうことがあるから帰ってきてって言いづらいような状態でも

あるのは、私の中では考えております。そういう中でやはり町長のほうも報道等で今後の

邑南町のことを書かれておられたと思うんですが、最後に町長のほうに御質問したいんで

すが、今の邑南町の魅力のほうをお答えいただきたいと思います。そして子育てのことに

ついて、できれば子育て・子育ちのことについて魅力を御答弁いただけたらと思うんです

が、よろしいでしょうか。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。残り時間が少なくなっておりますので、簡

潔にお願いいたします。

○石橋町長（石橋良治） それじゃあ簡潔に申し上げたいと思いますが、とはいえやっ

ぱりいろんな総合的なテーマでもあるわけですので、一つはやはり自然環境の豊かさって

いうことは言えると思います。他の市町村に比べても私は豊かであると。ただそれをしっ
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かり伝えきれてないというか、議員さんの中には一生懸命これを行動されて発信されてる

という方もいらっしゃって本当に敬意を表したいと思いますが、行政としても頑張ってい

きたいなと思ってます。それとＡ級グルメについては、決してその食の魅力というのは当

然従来からあるわけでございますので、これを住民総参加でやっぱりやっていくというこ

とが大事なのかなと思います。いずれにしてもこれをやったからすぐ効果が出るってこと

はやっぱりないと思いますし、先ほど課長が言ったような暮らしやすさというものをしっ

かり築きながら、今後は女性にとって支持される町、女性にとって優しい町っていうのを

一層進めていかなきゃいけないなと思います。いわゆるジェンダー平等。これは皆さん方

のお力あるいは住民の方々の推進委員さん、あるいは様々な団体の力で少しずつギャップ

が埋まってきているという統計もありますが、まだまだ不十分だと思っておりますので、

ジェンダー平等ということは、是非これからも力を入れていきたい。そういうことによっ

て、邑南町に住んでよかったということにつながるんではないかと思います。それから県

内でも先駆けて子ども条例をつくったわけでございますので、今後は条例をつくったから

終わりということを言われないように、是非これを具現化していくということ。そして邑

南町はあくまでも子どもをど真ん中に置いて、支援をしていくんだということをしっかり

訴えていくということが大事なのかなと思っております。そういうことが魅力につながっ

ていくんじゃないかなと思っています。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） 町長の御答弁の中に、私もすごく思っていた女性にとって支

持される町優しい町にしていくという御答弁ありました。そして子ども条例を具現化しや

はり子どもをど真ん中に置いて考えていくという答弁をいただき、今後もしもそういうふ

うに魅力は何かと聞かれたら、すぐにこれが言えるなという御答弁をいただきました。な

のでこういう女性にとって支持される町優しい町というような答弁、そして子ども条例を

つくっただけではなく今後必ず具現化していくと。子どもを今でもど真ん中に置いた町の

政策を進めていくということを発信して、町民の方また町外の方に邑南町はこういう町だ

魅力がこんなにあるんだよっていうのを、どんどん皆さんに理解していただけるようにし

ていっていただけたらということをお願いして、私の一般質問を終わろうと思います。あ

りがとうございました。
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●石橋議長（石橋純二） 以上で、奈須議員の一般質問は終了いたしました。ここで休

憩に入らせていただきます。再開は、午前１０時４５分とさせていただきます。

―― 午前 10時 31分 休憩 ――

―― 午前 10時 45分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第２号野田議員登壇

をお願いします。

（野田議員登壇）

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ３番、野田議員。

●野田議員（野田佳文） ３番野田です。よろしくお願いいたします。６月３日に瑞穂小

学校の運動会に呼んでいただきました。子どもたちの頑張っている様子支え合う様子、先生

方保護者の方々も一緒になって声援している様子を見ながらある言葉が浮かびました。教育

長がおっしゃっている将来のよき隣人でもある子どもたちという言葉です。自分は町を離れ

日本を離れていた時期もありますが、ふとふるさとを思うことがありました。Ｕターンのき

っかけにもなっていると思っています。子どもたちに邑南町の自然や食様々なことを学び体

験していただきたいという思いがあります。それでは通告書に従いまして質問をいたしま

す。今回は邑南町の観光スポットの持続可能な景観維持について。森と暮らしの未来創造プ

ロジェクトについて。３番目に食育と郷土料理、通告書のほうに“に”が抜けておりまし

た。失礼いたしました。食育と郷土料理についてです。最初の質問については関連する質問

は以前にもしておりますが、邑南町の観光スポットの持続可能な景観維持について質問いた

します。この春町の観光スポットでは多くの観光客を見ました。町内外、県外、関東ナンバ

ーの車も数台見まして、邑南町の観光スポットも全国区になっているなという実感がしてい

ました。観光スポットには四季を通じて行ってますし、見頃がある場所については１か月ぐ

らい前から情報を発信し始めているので頻繁に通っておるんですけど、その頃に行くと草で

覆われていたり倒木があったりしています。一人で倒木を処理されている場所もありまし

た。この春は各所で声をかけていただきましていろんな御意見をいただいた。あと何年かは
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大丈夫だがそのあとは維持できなくなるかもしれない。クラウドファンディングでは見通し

が立たない。自分たちでは難しいという思い。あと高齢化と人手不足で今後の景観維持に不

安を感じている。出身者の方で集まる会にも参加したんですけど、本当切実な思いを感じて

おります。公園である自然回帰高原の散策路は、まだやぶに埋もれている状態です。地元任

せでは難しくなっている現状の中観光スポットの景観をどう維持していくのか。地域資源の

磨き上げも大切ではありますが、持続可能な景観維持も大切であると思います。観光スポッ

トの持続可能な景観維持について、確実に実現可能な最善策は何か御答弁をお願いします。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 邑南町内の観光スポットや観光施設については、県が

整備した施設邑南町が整備した施設、それから地域団体や個人等の民間により整備された

施設など様々なものがあります。県や町で整備した施設の管理については直営管理や業務

委託により維持管理がなされており、修繕についても県や町の予算により実施していると

ころでございます。自然回帰高原の散策路と展望台広場については町で整備したものです

ので、町の予算により年２回程度の草刈りを実施しています。今年度も雲海シーズン等に

あわせて実施する計画としているところでございます。観光スポットの持続可能な景観維

持について、確実に実現可能な最善策は何かという質問でございます。民間団体により整

備された観光スポットの景観維持を含む維持管理や修繕は、整備された団体などによって

行われていると認識していますが、議員御指摘のように、管理者の方の高齢化や人材不足

など様々な課題を抱えておられます。様々な課題に向き合うには規模や状況に応じた様々

な対応を考えていかなければならず、最善策として絞るということはなかなか難しいと考

えています。その中で例として、地域課題として維持管理に取り組むことや関係人口との

協力により取り組む方法があります。昨年度観光庁のモデル事業で久喜銀山を活用した第

二のふるさとづくりプロジェクトが実施され、銀山周辺の景観維持のための草刈りに労力

がかかり負担となっていたことから、このプロジェクトのモニターツアーで田舎暮らし体

験メニューとして草刈り体験を行われました。参加者からは好評だったという報告を受け

ております。このように自分の気に入った地域の支援をしたいと考えておられる方は、一

定程度いらっしゃるのではないかと思われます。地域での取組の中で、地域が関係人口と

協力して観光スポットの景観を維持していくというようなことも考えられるのではないか

と考えています。町としても景観維持の方法について、関係者の皆さんと一緒に考えてい
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きたいと思います。積極的に現場にも出向きたいと思っております。また、その際は御意

見等をお聞かせいただきたいと思っております。また、お困りの際は産業支援課のほうに

ご相談などをいただければと考えております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 以前にも質問したときに同じような答弁もいただいておりま

すが、今回本当に切実な御意見を聞いたのでまた質問させていただいた中で、ちょっと再

質問があります。自然回帰高原について先ほど年２回に草刈りをされているとおっしゃっ

てたんですけど、土曜日に行きました。展望台までは草刈りがされた跡があって今回ちょ

っとおやっと思ったのが、展望台の近くに駐車場があるんですけどその下に散策路がある

んですよ。その散策路は以前やぶに覆われていて入っていける状態じゃなかったんですけ

ど、土曜日に行ったら草が刈った跡があったので草刈りされてるのかなと思ってちょっと

進んでみたんですけど、やっぱり進むと散策路がまた消えていてなくなってて埋もれてい

る。あと、頂上のほうっていうか東小屋のほうにも散策路があるんですけど、そこは完全

にやぶで埋もれている状態で、草刈っているとは思えない状態なんですけど、今後散策路

についてはどこまで草を刈るとかっていう計画があるのかどうか教えてください。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 自然回帰公園の現在の管理についてなんですが、先ほ

ど年２回の草刈りと申しました。今対象と考えております範囲は、駐車場から展望台へ向

かっての道路歩道を考えております。この散策路をどこまでやるかというところについて

は、明確な考えを持っておりませんで、現場を確認して必要な範囲というのを再度精査を

してみたいと思います。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。
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●野田議員（野田佳文） 現場を見て決めていきたいということなんですけど、４月に

行ったときにたまたま２組の方が展望台にいらっしゃってて、そのときになぜこの場所に

どうやってこの場所を知ったんですかって聞いたときに、登山に特化したサイトがあって

そこで紹介されていたそうです。なのでこの登山というキーワードとあと自分が初めて自

然回帰高原に行ったのは、今でこそ雲海でよく売ってますけど実は水です。島根の名水っ

てコーナーがあって、そこで邑南町において１０か所紹介されておって、自然回帰高原初

めて訪れたのは水を見に行ったんですけど多分御存じかと思うけど。土曜日も行ったんで

すけど、観音の前に蛇口があってひねったら水が出ました。邑南町は１０か所名水の場と

して紹介されておって、志都の岩屋や赤馬滝、千丈渓、断魚渓、鬼の木戸などが紹介され

ておって、今後マイクロツーリズムを進めていくんであれば、新たな周遊コースもつくれ

る名水というテーマもありなのかなと思うので、まだ現場に行って確認していただきたい

のと、あと地元の方も今活用されてますけど、いろんな考えを持って活用されていますの

で、是非地元の方と意見交換して進めていっていただきたいと思うんですけど。そのへん

もよろしいでしょうか、お願いします。それと引き続きいろいろと相談に乗るということ

なんですけど、産業支援課の支援にはお金の支援とお金以外の支援があると思います。ま

ずお金の支援について通告書にも書いておりますけど、クラウドファンディングが難しい

という御意見を各所で聞きました。例えば個人団体が町の観光スポット景観維持のために

クラウドファンディングを始めて、資金を集めて各所地域の方々と整備することもありな

のかなとは思います。もう一つ、クラウドファンディングにはガバメントクラウドファン

ディングというのがありますが、このガバメントクラウドファンディングについての考え

はどのようにありますか。教えてください。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） ガバメントクラウドファンディングは、ふるさと納税

制度を活用して行うクラウドファンディングでございます。自治体が抱える問題解決のた

めにふるさと寄附金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感

した方から寄附を募る仕組みです。ガバメントクラウドファンディングは寄附金の使い道

が具体的な事業として示されている点が、通常のふるさと納税とは異なる点となります。

邑南町のガバメントクラウドファンディングでございますが、邑南町ふるさと寄附条例施
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行規則では町内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人いわゆるＮＰＯ法人でございま

す。この支援を行う場合に、ガバメントクラウドファンディングで実施するものとされて

います。現行の規則では、ガバメントクラウドファンディングを活用できる団体としては

ＮＰＯ法人に限られております。ＮＰＯ法人がふるさと寄附金による支援を受けようとす

る場合は、寄附金の活用計画書などを作成し町へ提出し事業実施の決定を受けた後に、ガ

バメントクラウドファンディングにより寄附の募集を開始することとなっております。邑

南町では、過去にＮＰＯ法人江の川鐵道のほうで２件の実績があるところでございます。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 今ガバメントクラウドファンディングについて教えていただ

きました。今後また地域に出かけて行きますので、地域の方々との御意見を聞きながら本

当様々な可能性を考えて提案していきたいと思っております。お金以外の支援について、

昨年夏から産業支援課の職員の方をあちこち案内しておりましたけど、この春産業支援課

の方更に３人と自分を含めて４人であちこち出かけて案内しておる。定例会前には、東明

寺山であるとか、弥山、二ツ山に登りました。そのときにやはり地元の方がいらっしゃっ

たら声をかけて紹介するんですけど、すごく喜ばれております。なので積極的に今も出か

けていらっしゃると思いますので、今後も更にどんどん出かけていってほしいと思います

し、この間多分白須課長も千丈渓ずっと歩いてたと聞いておりますので課長のほうもよろ

しくお願いします。町長にちょっとお伺いしたいんですけど、町長も町内の様々な場所に

出かけていらっしゃる。作木口駅公園になる前にも出かけたとおっしゃってます。自然回

帰高原にも行かれたし行かれていると聞いておりますし、観光スポットに行くとさっき町

長が来たよとよく聞くこともあります。様々な場所を見られていると思いますが観光スポ

ットの今後の景観維持については、町長はどのように思われているのか、御答弁をお願い

します。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 大変いいヒントをもらったなと思いますのが、邑南町には名
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水といわれる箇所が１０か所もあると。今は恐らく点でしかないと思います。この１０か

所を線で結ぶということになると、非常に価値のある観光資源になってくるんだろうと思

います。やはり我々は水というものに少しこだわっていかなきゃいけない。源流の町です

から。そこにスポットもあるということで、これ大変いいヒントをいただいたなというこ

とで感謝をしております。その中で景観維持になりますけども、いろんな寄附金を募る場

合でもＮＰＯをつくっていかなきゃいけない。我々行政が、例えば名水を守るということ

を提唱し、そしてそれに呼応して民間団体、名水がある各地域の皆さんがよし一緒にやろ

うということになれば、ＮＰＯという考え方もいずれは出てくるんではないかなと思いま

すし、行政としての働きかけをもう少し強めていきたいなということで、それがいずれ景

観維持につながっていくんではないかなと思っております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） ありがとうございます。自分もこの水については今後しっか

り発信していきたいと思いますし、先日久喜銀山研修会に出席したときに講師の方が冒頭

おっしゃったのは、地域資源を観光に生かすことで地域の方が地域を知ることが大切だと

おっしゃいました。なるほどなと思って聞いておりました。これからも地域に出かけてい

って、いろんなことを発信していきたいと思っております。続いての質問にまいります。

続いて、森と暮らし未来創造プロジェクトについてです。邑南町の約８６％は森林です。

森と暮らしの創造プロジェクトの中で、山遊びインストラクター育成とありますが、具体

的にどのようなことを目指しておるのか。アウトドアに興味を持つ方が邑南町の取組を知

り、これが起業そして定住につながるきっかけになるのではないかと考えております。ア

ウトドアショップの社員の方と話す機会があったんですけど、アウトドアが好きだから入

社しましたとか、アウトドアが好きだから移住しましたというお話を聞きました。アウト

ドアな暮らしを楽しめる移住先として紹介されている山梨県北杜市は、日本を代表する山

岳景観で囲まれた自然の中で子育てと仕事を充実と紹介されており、邑南町においても、

アウトドア子育ては定住につながる魅力あるキーワードだと考え、発信してみたいと思い

ますし、これによって定住された方が自ら発信していただければ、より魅力が伝わるので

はないかと思います。山遊びインストラクター育成について、御答弁をお願いします。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 邑南町は、まちひとしごと創生総合戦略２０２０において

地域資源を生かした活力あふれるまちを位置づけ、農林業の振興、木育、雇用創出、地域

内消費拡大に資する取組を推進しています。なかでも邑南町の８６％に及ぶ面積を占める

豊かな森林環境に関係する取組は、森林資源を活用する事業や、移住・定住につながる魅

力づくりなど幅広く、役場の中でも複数の課にまたがる形で様々な施策等が推進されてい

ます。令和４年度には関係課が連携し森と暮らしの未来創造プロジェクトを実施し、将来

像を描きました。その中の今後の観光体験の取組メニューの一つとして、この山遊びイン

ストラクター育成を掲げているところです。山遊びインストラクターについてはまだ具体

的な役割や活動の内容などについて、はっきりと定義しているものではありませんが、キ

ャンプや山での遊びに関する知識だけでなく安全に関することなども含め、広く山や森で

の活動の支援ができるような豊富な知識を持っている方を想定しているところです。それ

らを、邑南町の山や森といった大自然の中で観光や体験に生かしていただきたいと考えて

います。育成についての考えですが、既に地域の中で豊富な知識を持った方がいらっしゃ

いますのでそうした人材に協力してもらいながら、新たな人材を育成していく必要がある

と現在のところ考えています。人材育成については、邑南町が連携しているアウトドア総

合メーカーのモンベルに協力してもらう方法もあります。令和５年３月２５日には、邑南

町青少年旅行村でモンベルの協力のもとアウトドアという名の防災対策という講座を行っ

ています。邑南町教育委員会などとも連携していきたいと考えています。いずれにしても

詳細につきましては、森と暮らしの未来創造プロジェクト推進の中で関係課が連携して進

めてまいりたいと考えているところです。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 具体的にはまだ決まってないようなんですけど、今後の動き

を見ながら発信していきたいし、先ほど奈須議員の中で人口問題について質問があって、

昨日人口問題特別委員会の中で漆谷議員がおっしゃった、邑南町ならではの子育てってい

う言葉がすごく自分はいい言葉だと思いました。先ほども、今の邑南町の魅力は何かって

人によってはいろいろあるということなんですけど、この森と暮らしの未来創造プロジェ
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クトは邑南町ならではの子育てにもつながると思っておりますし、やはりこの邑南町の自

然環境の豊かさっていうのは邑南町の魅力の一つだと考えておりますので、引き続きこち

らの森と暮らしの未来創造プロジェクトについては、しっかりと注視しながらいろいろと

発信していければと思っております。続いては食育と郷土料理についてです。町外の方や

外国人を案内することがあるんですけど、最初に道の駅に案内して農産物を見ていただい

て弁当を購入していただくんですけど、そのときに邑南町の郷土料理は何かって聞かれた

ときにちょっとすぐに出てこなかったんですよ。弁当売場で寿司があったので、そういえ

ば角寿司があったなということで角寿司と答えたんですけど、そのあといろんな方にクイ

ズ形式で即答してくださいと、邑南町の郷土料理を具体的にと質問したんですけど、すぐ

に出てくる方と話を進める中で出てくる方がいました。ちちゃもみ、角寿司、香茸むすび

という答えが多かったんですけど、実はこの通告書を出してから、いろんな方に聞いたと

きに、このちちゃもみをちしゃもみというふうに言うそうですけど、邑南町においても、

ほかの方もちしゃもみという方がいらっしゃったので、町内でも二つの言い方があるとい

うことを知りました。あと郷土料理に関してはインターネットで調べると、レシピサイト

に２０１６年邑南町の郷土料理としてレシピが一品紹介されておりますし、レシピ本も出

ています。これも通告書を出してからまた知ったんですけど、公民館に行ったらいつ出さ

れたのかわからないんですけど郷土料理の冊子がありました。地域の特色を生かした給食

や郷土料理の導入は、地元の食材や文化に触れる機会を提供し、子どもたちに食の大切さ

や地域の伝統を伝える役割を果たし、地域の文化の継承にもつながると思います。教育方

針の中で食育の推進について、邑南町ならではの給食の提供メニュー開発等とありまし

た。また、３月定例会の漆谷議員の一般質問の答弁に、地産地消を意識した邑南町ならで

はの給食の提供についての考えも述べられております。邑南町の郷土料理とは具体的に何

か、食育と郷土料理に対する考えをお願いします。

○学びのまち推進課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学びのまち推進課長。

○学びのまち推進課長（高瀬満晃） 南北に長く、山、海、川という地形の変化に富み、四

季折々のバラエティ豊かな食材を楽しむことができ、地域によっては風土の暮らしの中で

継承されてきたものや、保存性やおいしさを高めるために編み出され長年培われてきたそ

の土地独自の食文化が育まれてきました。古くからその土地で愛されてきた健康食、しか

も地産地消であること食材を無駄なく利用できる優れた料理とも言えると思います。郷土



28

料理の定義ですが、ある地域の生活の中で作り食べ伝承されてきたその土地特有の料理と

あります。同じ料理であっても、地域によってその内容に特徴のあるものも見られます。

例えば、正月料理などは各地域の特色が出ていると思います。地域の食材を活用しその地

域ならではの料理方法を知ることで、将来の子どもたちに食の大切さや地域の文化を伝え

ることにもつながるものと考えます。また農林水産省では全国各地の郷土料理を次世代に

継承していくことを目的として、うちの郷土料理～地世代に伝えたい大切な味～というデ

ータベースも公開し、地域の食材を活用した食文化を学ぶため学校給食にも郷土料理が取

り入れられ、貴重な食文化を途絶えさせない取組が行われています。議員御質問の邑南町

の郷土料理は具体的に何かとのことですが、先ほど議員もおっしゃったようにちしゃもみ

であるとか、角寿司、それから質問の中にございましたが香茸むすび、また鯉料理など、

昔から食されてきた郷土料理、それからまた先ほど議員さんもおっしゃいましたが、旧町

村時代には郷土料理をまとめたレシピ本も紹介されていますし、合併後においても作成さ

れ様々な郷土料理が紹介されています。また、平成２４年度開催のおおなんドリーム学び

のつどいにおいて、伝統料理だよ全員集合として、各地域のお正月料理を食べながら情報

交換会も開催されておられます。それから食育と郷土料理に対することについてでござい

ます。まず食育の定義ですが、様々な経験を通して食に関する知識と食を選択する力を習

得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。単なる料理教育では

なく、食に対する心構えや栄養学、伝統的な食文化についての総合的な学習を通して食べ

る力を育てていくことといえると思います。食育を進めていく中で、食の学校の利用につ

いて、先般関係課で話合いを行いました。今年度は準備期間として、今後食の学校をどう

活用していくのか関係課及び地域の方などを交え、令和６年度からの開校を目指していく

こととしております。学校給食においても、そのままの材料や調理方法では難しいためア

レンジして提供させてもらっています。今後より郷土料理に親しんでもらえるよう献立表

に紹介記事を載せたり、それから動画により調理や食材の収穫風景などを紹介して、食育

にも取り組んでいければと思います。このような食育と郷土料理について、学校給食や家

庭で食卓を囲んで地域でとれた食材や料理方法などを学び実践することにより、様々な経

験を通して食に関する興味や知識を選択する力を習得することで、健全な食生活を実践す

ることができるよう食の大切さや伝統的な食文化を守っていくことが、総合的な食育につ

ながるものと思います。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。
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●野田議員（野田佳文） Ａ級グルメの見直しがあって食の学校の運営管理の主管が教

育委員会になったということで、町民の方も注視されてると思いますし、自分たちもこれ

からしっかりと見ていかなければならないという思いです。今回郷土料理についての考え

だとか食育についての考えを述べていただきましたけど、改めて自分郷土料理ということ

について学ぶ機会にもなりました。先日は９４歳の方とお話ししたときに花びらの形をし

た寿司の話もあり、そういえば町の花は、町花は桜だったなと思いながらこういったもの

も生かせていければなと思っております。給食についてなんですけど中学校の頃に食べた

給食で、これは郷土料理ではないんですけど今でも記憶に残ってるメニューがあります。

中学生の頃なんで三、四十年前なんですけど、そのとき食べた親子丼というか溶き卵で汁

多めでにんじんが細かった。味も記憶にあるような気がして、やはり給食は何年たっても

記憶に残る。食育にとっては大切だと思っておりますので、これからしっかりといろいろ

と動きがあると思いますのでよろしくお願いしたいという思いと、引き続き議会広報に携

わります。議会広報特別委員会から議会広報公聴常任委員会になりまして、今後こういっ

た食に対する動きであるとか町民の方の声をたくさん載せていきたいと思っておりますの

で、食の学校にも行く機会があるかと思います。御協力のほうよろしくお願いします。短

めでしたけど、以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、野田議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩

に入らせていただきます。再開は、午後１時１５分とさせていただきます。

――午前 11時 22分 休憩 ――

――午後 １時 15分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第３号日高議員、登

壇をお願いします。

（日高議員登壇）

○日高議員（日高八重美） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ４番、日高議員。
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●日高議員（日高八重美） ４番日本共産党日高八重美です。まず始めに、３月の定例

会での一般質問で経営難にある町内の酪農家の声を聞いてほしいと、私そのときかなりし

つこく言った記憶があるんですけども要望させていただきました。そのときに、島根県の

農民連邑南センターからも町長に対して畜産業への経営支援の陳情を行いました。その後

町長はお忙しい中、県への交渉や個別に酪農家を訪問していただき実情を直接聞いていた

だきました。この度、臨時交付金を活用した農業経営緊急支援畜産経営継続支援などの提

示をしていただきまして、ありがとうございます。この場をお借りしましてお礼を申し上

げます。今日は質問を３点準備しております。一つ目は、核軍縮に関するＧ７首脳広島ビ

ジョンについて。二つ目は、訪問介護職員の人材育成をどのように計画されているのか。

三つ目に、帯状疱疹ワクチン接種に対する助成について準備しておりますので、よろしく

お願いいたします。まず最初に核軍縮に関するＧ７首脳広島ビジョンについてお伺いしま

す。本年５月１８日から２０日まで被爆地広島で主要７か国の主要会議が開催されたの

は、皆さん御存じのとおりだと思います。Ｇ７首脳はこの核軍縮に関するＧ７首脳広島ビ

ジョンというのを、発表しました。非核平和のまち宣言をしている我が町ですが、町長は

このビジョンをお聞きになりどのように受け止められたか、所見をまずはお伺いしたいと

思います。お願いいたします。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） お答えする前に、皆さんも御承知だろうと思いますが、昨日

早朝長崎の爆心地の公園にて千羽鶴が燃やされたという、大変ショッキングなニュースが

あったわけであります。逮捕してみるとこれが２３歳の県の職員だった。ちょっと私も考

えられないあ然としている状況でありますが、誰しもがこの事件でやり場のない憤りを感

じておられるんじゃないかと思っております。こういうことは絶対あってはならないと感

じております。御質問の広島ビジョンの件ですが、まずは各国首脳が、被爆者とも対面さ

れ原爆資料館にも訪れ被爆の実相に触れ、資料館の芳名帳に核兵器のない世界を目指す

と、バイデン大統領もそういった趣旨のことを記載されたということも報道で知り、これ

こそが首脳の方々の本当の思いであると心強く感じた次第であります。被爆地からの核兵

器のない世界の実現を訴えたことの意義は大きいと、評価をしたいと思います。一方広島

ビジョンでは、今ウクライナを核で威嚇しているロシアであったり核兵器を開発している
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イランや北朝鮮、こういったところがあります。より厳しさを増す世界情勢を念頭に、こ

の西側諸国の核抑止力を認めておりますビジョンでは。残念なことではありますが、これ

は目下の安全保障環境があってのことと私なりに推察をいたします。また、核抑止を堅持

し核兵器禁止条約に言及していないことに対する被爆者の皆さんから残念だという評価も

あるということを、承知をしております。様々な評価がある中で、いずれにしても今回の

サミットを機に核兵器廃絶への取組が着実に進んでいくこと。また全ての国々に具体的な

行動を起こすことが大事であります。邑南町もしかりでありまして、今まで以上に小さな

一歩であっても、様々な活動をしていきたいなと思っております。そのことが非核平和の

まちを宣言し、平和を希求する我が町の願いであると感じております。

●日高議員（日高八重美） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 町長のほうから核抑止のことと核兵器廃絶に関して言及さ

れてないということも、今答弁の中でお伺いしました。被爆者の方々の思いが、本当にく

みとられた広島サミットなのかどうなのかというところでは、メディアも含めて様々な意

見があります。私は今回の広島ビジョン聞いて本当に残念に思うのは、今町長も言われま

した、被爆者の方と対面をされたとか資料館を見学されたとかそういったことをいって評

価はされていましたけども、その被爆者との対面も当初被爆者の方々が思っておられた内

容といいますかね、お一人だけの方との対面になっております。原爆資料館も見学はされ

ましたけど中に入られて実際どのようなところを見学されたのか、またそれに対しての感

想はどうだったのか。そういうところが余り公開されてないというところでは、せっかく

広島であったＧ７なのに非常に残念な気がします。今回のサミットなんですけど、広島で

開催されることから内外から核兵器廃絶への前向きなメッセージが期待されていたと思い

ます。先ほど町長もおっしゃいましたが、広島ビジョンはロシアによるウクライナ侵略に

関して、核兵器のいかなる使用も許さないと厳しく批判はされています。しかし、首相は

我々の安全保障政策は、核兵器が存在する限りにおいて防衛目的のために役割を果たし侵

略を抑止し戦争と威圧を防止する、と主張されています。まさに、核抑止論を公然と発表

をされたわけです。前にも核兵器禁止条約のことで私もちょっと報告させていただいたこ

とがあるんですけど、核抑止論というのは、いざというときは核兵器を使用して広島とか

長崎のような非人道的な惨禍を引き起こすことをためらわないという議論になっておりま

す。広島の地からこうしたことを発信を行うことは絶対に許されることではありません。
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そしてもう一つ。核兵器のない世界を究極の目標というふうに位置づけて、永久に先送り

にされていることです。核兵器の即時廃絶を否定したと言わざるを得ません。さらに、核

兵器そのものが非人道的な兵器であるという批判や告発には一言も触れずに、核兵器禁止

条約について研究していないということです。それは町長もおっしゃられたとおりです。

被爆地広島からこうした立場を発信したことは、被爆者の皆さんや市民の願いを踏みにじ

る恥ずべきことだと思います。戦後８０年近くなってあの日を語る高齢者の被爆者の、地

球上から早く核兵器をなくしてというその切実な訴えがなぜ日本の首相に届かないのか、

非常にもどかしい思いがいたします。被爆国民として世界にその惨禍を繰り返させてはな

らないという、邑南町の非核平和の宣言の中にこの言葉があります。まさにそのとおりだ

と思いますが、邑南町にも高齢になられた被爆者の方や二世の方がいらっしゃいます。非

核平和を宣言している町として、日本政府に核抑止論と決別して核兵器禁止条約に参加す

ることを強く求めていただきたいと思いますが、町長のお考えはいかがでしょうか。国に

対してそれを求めていただきたいということに関して、町長の考えはいかがでしょうか。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 非核平和のまちを宣言したときも執行部だけが提案したとい

うことではなくて、議会の皆さんと一緒になって宣言の条文をつくったという経過がござ

います。今のお尋ねの点についても、やはりこれは住民の対象である議員の皆さん方と議

論をしながら、どう国に訴えていくかということについて、議論を深めていく必要がある

んじゃないかなと思っておりますので、私だけの思いで意見書を出すとかいうことについ

ては、ちょっとどうかなと思っております。

●日高議員（日高八重美） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高議員。

●日高議員（日高八重美） わかりました。今軍事費とか防衛費を５年間で４３兆円も

増やすということになれば、増税とか社会保障の切捨てで暮らしが壊されていきます。ま

た、敵基地攻撃能力反撃能力の保有は憲法違反であるだけでなく、アメリカ軍の先制攻撃

に参加する危険もあるということでは、今後こういった政策に対しても、私たちは厳しく
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見ていかないといけないかなと思っております。是非とも、また８６（ハチロク）の日が

近づいていきまして、全国から平和行進とかで続々と広島のほうへ皆さん集まってこられ

ます。邑南町からも歩いて広島のほうに行進をされるということも、お話では聞いており

ます。是非とも、平和教育の一環としてでも、この核兵器の問題、平和を守っていくとい

うことを教育の中でも、是非とも邑南町続けていっていただきたいなと思います。それで

は次の質問なんですけど、訪問看護職員の人材育成についてです。今年の５月の始めに偶

然出会った訪問介護の仕事をしている知人に出会って、お元気ですかと普通にお声をかけ

させていただいたんですけど、そしたら返ってきた最初の一言目が、訪問介護の仕事され

てる方なんですけどヘルパーも少なくて大変なんよというような返事が返ってきました。

邑南町では令和３年度に邑南町地域医療構想が策定されて、今年の３月の議会のときに、

元医療政策課のほうから邑南町の将来を見据えた在宅医療の方向性についてが提案されて

います。その目的として、医療介護が切れ目なく提供できる体制づくりを進め、高齢者等

が生涯を通じて住み慣れた地域で安心して暮らせる邑南町をつくるとあります。しかし、

先ほど言った知人の一言のように、ホームヘルパーさんの人手が足らなくなると、在宅で

の介護が支えられなくなるんじゃないかと危機感を覚えました。そこでお尋ねします。町

内の訪問介護事業所における現在の職員の現状と今後の課題についてお伺いします。担当

課長さんにお願いしたいと思います。

○小笠原医療福祉政策課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、小笠原医療福祉政策課長。

○小笠原医療福祉政策課長（小笠原誠治） 町内における訪問介護職員の現状をどのよ

うに把握し、課題は何であるかという御質問でございます。まず、訪問介護を主に担う訪

問介護員いわゆるホームヘルパーにつきましては、在宅の高齢者の身体介護や生活援助な

どに従事する専門職として、国家資格である介護福祉士の資格の取得者、介護職員初任者

研修などの指定の研修を修了した専門職が従事することになっております。現在邑南町に

は、４か所の訪問介護事業所がございます。そこには非常勤などとか兼務なども合わせて

ございますけれども約３０人のヘルパーの方が従事していらっしゃいますが、どの事業所

も先ほど議員おっしゃいますように人材が確保できず、特に常勤の専門職員が確保できず

に非常勤や兼務のヘルパーが多く、大半を占める非常勤の多くの方が６０代以上の方であ

ると聞いております。そういったことからサービスの内容や訪問の範囲が限られる場合も

ありまして、どの事業所も新規利用者の受入れが難しくサービスの開始までに調整を要す
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ると、時間を要するということも多いというふうな状況も生じております。こういった状

況は、訪問介護の現場以外の介護支援専門員いわゆるケアマネジャーであったり、訪問看

護を始め訪問看護職全般についても同様に生じておりまして、高齢化の進展や独居や高齢

者の夫婦の世帯が増加しているような現状におきまして、サービスの需要が次第に高まっ

ております。こういったものに対しまして、専門職などの人材やサービスの供給が十分で

はないという状況にあると言える状況になっております。そういったことから、町といた

しましてもサービスを今後も安定的に継続するためには、人材の確保や育成が大きな課題

であると捉えております。

●日高議員（日高八重美） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 今課長さんから報告がありましたけど、私も何件か介護事

業所のお話をお伺いしてます。そのことはちょっと後ほど報告したいんですけど、島根県

の調査で令和４年度の介護職員の採用状況というのを、昨年の９月から１０月に調査をさ

れています。県内の１，１７０事業所のうち回答が９４８事業所で回収率が８１％。この

調査の中に採用なんですけど、事業所側の希望人数に対して実際に採用できた人数の割合

は６５．３％だそうです。令和元年にも同じような調査をされてますけど、そのときが７

１．２％で、令和元年の調査よりも更に希望人数に対する採用の割合が減っている厳しい

状況があります。２０００年に介護保険制度は始まりました。ホームヘルパーの資格を取

得されて、訪問介護を続けている６０代から７０代のヘルパーさんが多いとされていま

す。これは全国的な傾向であるようです。今、現場を支えているホームヘルパーが退職さ

れると、ヘルパー不足はもう明らかに目に見えています。サービスを利用されている高齢

者や障害のある方の問題ではなく、今現役で働いている誰にでも関わってくる大きな問題

だと思います。ある事業所では先ほど課長さんも言われましたけど今現場を支えている正

職員は数年前は四、五名いらっしゃったそうですけど、現在は２名。年齢的には３０代か

ら５０代の職員さん。それ以外の皆さんは６０代から７０代。中にはホームヘルパーだけ

でなく、デイサービスなどの業務と兼任されている方もいらっしゃるようです。高齢によ

って退職を希望される方も中にはいらっしゃるそうですけども、人員不足から短時間でも

働いていただけるようとても苦慮されている様子でした。５年先、１０年先、高齢化に伴

う退職、正職員の定年退職など、避けられない現実があります。こういった課長さんの報

告とかを聞いてみてわかるように、若い世代の後継者がいらっしゃらないという現実で
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す。人口問題のことがいろんな場面でお話に出ますけども、少子化、人口減少する中で、

介護分野での人材確保はとても容易ではありません。３月の施政方針の中で、町内医療機

関、福祉事務所の魅力向上を始め、長期的な視点から子どもたちへの医療福祉教育をより

一層推進すると報告されています。子どもたちへの医療福祉計画というのはどのような構

想なのか、今考えてらっしゃる範囲でよろしいですので、お答えください。

○小笠原医療福祉政策課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、小笠原医療福祉政策課長。

○小笠原医療福祉政策課長（小笠原誠治） 今年３月の施政方針での医療福祉教育を推

進すると、これはどういう構想なのかという質問でございます。先ほど申し上げましたよ

うに、以前より福祉人材確保については課題として捉えておりまして、邑南町地域保健福

祉計画においても取り組むべき課題として捉えておりますし、先ほどおっしゃいました令

和３年１０月に策定しました邑南町地域医療構想の中でも、医療福祉職の人材不足を課題

として、医療提供体制を確保するために医療福祉従事者の確保育成を重点目標の一つとし

ているところでございます。これらの計画や構想に基づきまして、地域を支える医療福祉

従事者の育成には奨学金制度などの施策によって支援をしておりますところですが、同時

に医療福祉従事者を目指す動機づけや意識づくりとして、早い時期からの働きかけも重要

と考えておりまして、現在、教育委員会や町内の医療法人、福祉法人と連携して、地域の

医療福祉職の魅力ややりがいを伝えることができる仕組みづくりとして、医療福祉教育の

推進に取り組んでいるところでございます。若干具体的に申し上げますと、福祉に関しま

しては邑南町社会福祉協議会が主に行っているものでございますけども、町内の小中高校

生を対象としてキャリア教育としてだけではなく、例えば将来の地域ボランティアの担い

手などとなっていただくというそういった期待も込めまして、高齢者や障害者の疑似体験

なども含めた福祉への導入部を主に内容とした学校の授業カリキュラムに組み込んだ、福

祉教育の取組をこれまでもやっておりますけれども、より一層進めてまいるということを

予定をしております。また関連して医療についても申し上げますと、町内の小中学校で地

域医療の現状や課題について学び、ふるさとの将来に果たすべき役割を考えることを目的

とした地域医療教育推進事業を行っております。この事業では、医療現場で働く方を講師

に招いて講演を行っていただいたり、医療に関する図書を用いて調べ学習を行うなどの医

療に関心を持ったり、医療従事者を目指す児童・生徒を増やすというような取組を行うも

のでございますので、紹介をさせていただきます。
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●日高議員（日高八重美） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 今説明をお聞きしたんですけどこの構想の中の理念という

んですかね計画を、やはり何年か計画できちっと定着させることが大事ではないかと思い

ます。本当もう５年先１０年先なんかすぐですよ。私はもう定年退職した人間ですけど今

現場で働いている皆さん方が、これから５年先１０年先病気をしないとも限らない。一人

暮らしになるかもしれない。そのときに本当に頼りになるのはおうちに来ていただいて、

やっぱりある程度サービス受けられて安心して暮らせる。そういったまちづくりっていう

のは私の中のイメージとしてはあるんですけど、そういったことを地域包括ケアシステム

の中でやっぱりやっていこうと思うと、何もしなければ本当に保険あって介護なしのよう

な、制度はあっても利用したくても利用できない。先ほどの報告の中にも、ケアマネジャ

ーさんとかサービス提供のプログラムを組むのに苦慮されてるというお話がありましたけ

ど、現実がもう目の前にやってきてるという気がいたします。最初の質問のときに人材確

保とか育成が課題であるというふうにおっしゃったんですけど、邑南町には、そういった

介護職員を育成するというシステムが今ないですね。島根県全体で見ると、介護士さんの

教育初任者研修というのを行われている出雲とか松江、浜田、益田あたりですかね、され

ていますけど邑南町にはないんです。私は自分で単純に思うんですけど今日の午前中の質

問の中にもありましたけど、やっぱり移住してきて定住してもらうには仕事がないと難し

い。午前中の課長さんの話にもありましたけど、そういった中で邑南町福祉のまちとも言

われてますけど福祉の現場で働ける。福祉の現場が魅力ある職場であるということを、も

っと構築していくべきじゃないかなあと思うんです。そのためにはやっぱり自前の職員と

いうか介護士さんを育てるということも大事ではないかと思います。若い人のやっぱり力

が必要なんですよ介護の現場では。ということで、初任者研修を是非町内の中でできるよ

うなシステムというのはできないものかどうか。そのあたりはいかがでしょうか。

○小笠原医療福祉政策課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、小笠原医療福祉政策課長。

○小笠原医療福祉政策課長（小笠原誠治） ホームヘルパーの資格につきましては先ほ
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ども申し上げましたように、国家資格である介護福祉士、介護初任者研修という指定の研

修を受けた方のみが対象となるという制約があります。以前は３級ヘルパーという制度も

町内での講習などをやっていた事例もございましたですが、制度の改正によりましてそう

いった専門職としての職種として生かせる研修というのが、県が指定をした事業所のみで

行われるということで制度改正が数年前からなっております。そういったことから町内で

今現在は行っていないところでございますけれども、そういった要件を県などにも確認し

て、また行えるかどうかということは模索をしていきたいと考えております。

●日高議員（日高八重美） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 初任者研修のカリキュラムは、１０項目１３０時間という

研修時間が必要なんです。私も、その初任者研修ができるシステムをつくる上で詳しいこ

とが何もわからないので、ちょっと無責任なことを言うかもしれませんが、町内には邑智

病院もあります。いろんな福祉事業所もたくさんあります。そういったところには、研修

を行う上での講師になられる方も可能ではないかと思います。やっぱり福祉の職場、今か

ら子どもさんの学校での教育とか、そういう中でも本当に大切な分野でやりがいのある仕

事であるということを、今の子どもたちには是非知ってもらいたい。そういう取組も先ほ

どの医療福祉計画でしたか、そういう中に盛り込まれていくものと思いますので、是非と

も今の介護士さんたちの御苦労が少しでも報われるような取組をしながら、後継者づくり

というところにも視点を置いてほしいなと思います。初任者研修についてはやっぱり費用

もかかるようです。一人の方がそういった資格研修を受けようとすると、一律ではありま

せんけど７万円から８万円ぐらいの費用がかかる。人材育成というところでは、事業所と

一体になって自治体も一緒に取り組んでいかないといけないところではないかなと思いま

す。今の介護現場の働き手が少ないというところは高齢化ももちろんなんですけど、やっ

ぱり今の介護職員さんたちの置かれてる現状、働きづらさもあると思います。東京の高等

裁判所で今控訴審が行われているところじゃないかと思いますけど、訪問介護に従事する

ホームヘルパーさんが人手不足と高齢化が深刻で、ホームヘルパーの７割を占める非正規

の登録ヘルパーが低賃金で労働基準法が守られない働き方を強いられているのは、介護保

険制度の構造的な問題だということで、ヘルパーさんたちが立ち上がって国家賠償訴訟と

いうのが行われています。そういったことにも表れているように、介護士さんの今の働い

ている状況置かれている状況とか低賃金も含めて、邑南町だけの問題ではありませんけ
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ど、そういった魅力ある職種にするにはどうしたらいいかなとかいうのも私も考えるんで

すけど、事業所任せにせずに自治体と一緒になって、介護福祉分野の魅力というのがもっ

とアピールできるようになるといいのかなあと思います。実際にヘルパーさんがいるから

こそ個々の希望に沿った暮らしが守られていると思いますので、是非とも町内で研修がで

きるような取組み、必要なときに必要なサービスが受けられるように、全国の介護職員の

皆さんの待遇を改善して、若い人たちには福祉の仕事のやりがいがアピールできるよう

に、是非とも国への働きかけも含めて、今後取り組んでいただきたいなと思います。先ほ

どちょっと賃金のことも申し上げましたけど、全国に２００万人の介護の労働者の方がい

らっしゃるようです。ヘルパーさんたちは新聞等でも報道されますように、一般の仕事を

されてる方よりも本当に低い賃金で働いている現状があります。この２００万人の方の賃

金を、国の予算で２兆円あれば月に８万円の賃上げができるとありました。少子高齢化の

今ケアを社会の柱にということで、税金の使い方を考え直すべきではないかということも

報道もされていました。賃金が上がらず、やりがいを持っていても暮らしていけないため

に離職をしていくという人もいますので、是非ともこういった待遇改善、介護保険の見直

しも行われますけども、そういったところに町としても強く要望をしていっていただきた

いなとに思います。一昨年の２１年の議員選挙のときに、町内の皆さんにちょっとアンケ

ートをとらせていただいたんですけど、高齢者とか障害福祉医療に望むことのベスト３と

いうのが私の手元にあるんですけど、その中の三つは、介護保険料の引下げと在宅介護支

援の充実、医療介護の人材確保と待遇改善というのが望むことのベスト３でした。自由記

載欄というところには、働く人々の待遇改善がサービス向上につながる。介護従事者の賃

金が安過ぎる。国レベルでの見直しが必要ではないか。高齢者の介護は家族だけでは無理

なので在宅介護支援はとっても重要。福祉で働く人の待遇をよくしてほしい。働きたいと

思える介護環境をつくるべきという意見がありました。是非ともこういう声を受け止め

て、介護人材の確保育成。是非とも実現させていただきたいと思います。今の町内の介護

福祉の現状、訪問ヘルパーさんのこれまでの課長さんとかの報告を聞いていただいて、町

長は今後どのように福祉の分野に力を入れていこうと思っておられるか、思っておられな

いのか、御意見いただけますでしょうか。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 介護を含めて福祉のいろんなサービスについては、身近なと
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ころで受けれるっていうことが大前提でありましょうし、邑南町にとっても今から地域包

括ケアというものをしっかり打ち立てていくためには、そういったマンパワーの方々に対

して非常に重要な位置を占めておられると思っております。けれども、やはりおっしゃる

ようになかなか後が育たないとか、絶対量が不足してるとかいうことは承知をしておりま

す。その大きな一つに、議員御指摘の処遇改善というのがあるんだろうと思います。この

ことについてこれまでもやはり様々な団体がお願いをしてる部分もありましょうが、なか

なか介護の方々が所属する団体というのが非常に小さいもんだろうと思ってまして、余り

大きな力で国のほうに向かっていってるわけでもないような気もいたします。それはそれ

としてやはり自治体が、ある意味大きなテーマでありますのでしっかりと今後も今以上に

訴えていく必要はあるんではないかなと思いますし、邑南町単独というよりもやはりこれ

は町村あるいは県も含めて、うねりを起こしていく必要があると思ってまして、私も頑張

っていきたいと思います。

●日高議員（日高八重美） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 是非とも、邑南町の在宅医療在宅介護が途切れることのな

いように、先ほども申しましたが、必要なときに必要な人が必要なサービスがきちんと受

けれるような体制づくりというのを、やっぱり時間をかけてでも構築していっていただき

たいと思います。それでは次の質問に移ります。帯状疱疹のワクチン接種に対する助成に

ついてなんですけど、コロナも大分落ちつきましてでもまだ完全になくなったわけではな

いんですが、コロナ禍の最中に心身のストレスから免疫力が低下して帯状疱疹を発症する

人が増加してます。私の身近にもそういう方がおられました。各集落にもいらっしゃると

思うんですけどその帯状疱疹になられた方が、コロナに感染してそれによる症状よりも帯

状疱疹によるピリピリズキズキした強い痛みで、夜も眠れずしんどい思いをしたと言われ

ています。そのような状況の中で一時テレビとか新聞とかでコマーシャルでも流れてまし

たけど、５０歳以上のワクチン接種が推奨されています。８０代で３人に１人が発症する

といわれていますけども、発症予防効果が非常に高いワクチンは接種料が高くて、とても

自己負担で受けるにはちょっとどうしようかなって迷ってしまうと言われてました。邑南

町民の方から、邑南町ではワクチン接種をするのに助成はないのかという声もありますの

で、ほかの自治体での実施状況がどうなのか。本町での今後の対応についてどうなのか。

御答弁をお願いします。
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○坂本保健課長（坂本晶子） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、坂本保健課長。

○坂本保健課長（坂本晶子） 帯状疱疹ワクチン接種の助成について、御説明いたしま

す。他の自治体での実施状況と本町の今後の対応についてのお尋ねでございました。まず

もって帯状疱疹についてでございますけれども、御承知のとおり帯状疱疹は多くの人が子

どものときに感染する水痘ウイルスが原因で起こる病気でございます。日本人の９割以上

は水痘ウイルスが体内に潜伏しており、先ほど議員さんもおっしゃいましたけれども免疫

力の低下によって発症するといわれております。神経が損傷されることで皮膚の症状が治

った後も痛みが長期間残るということで、先ほど議員さんがおっしゃったような症状で、

しんどい思いをされるっていう方がおられるということです。先ほど、コロナの発症によ

ってあるいはコロナ禍の中でのストレスの中でっていうふうな御発言もありましたけれど

も、私の身の回りにもそういう経験をした方を存じております。特にこれは加齢による免

疫力低下が発症の原因になるということから、５０歳以上の方はワクチンを接種すること

で予防ができるといわれています。帯状疱疹ワクチンはこれまで生ワクチンのみでしたけ

れども、２０２０年に不活化ワクチンが使えるようになったということで、発症予防効果

が９７％と従来のワクチンに比較して非常に高くなりました。しかし、現在国では定期接

種に位置づけられていないため自費での接種となっており、従来型生ワクチンは１回８，

０００円程度。そしてこの不活化ワクチンにつきましては、２か月の間隔をあけて２回接

種をすることが必要であるために、２回で４４，０００円程度と議員おっしゃられるよう

に大変高額なワクチンでございます。そうした背景もあって市町村によっては助成制度を

設け、おおむね半額程度の助成をしておられるようです。まず、議員お尋ねの他自治体の

実施状況でございます。県内ではこれまで実施している自治体はありませんでしたけれど

も今年度より吉賀町が始められ、お隣の鳥取県では日野町と江府町が助成をしておられる

と伺っております。また、全国的な情報把握はこの度はできておりませけれども、東京都

をはじめ全国各地の市町村で一部助成を始められていると承知しております。次に帯状疱

疹に関する本町の状況でございます。町で把握できる国民健康保険における受診状況で申

し上げますと、５０歳以上の方でこれまでに発症し受診を継続しておられる方が直近の１

年間で６７人おられました。これは、被保険者のうちの３．１％に当たります。また、邑

南町で助成がないだろうかという問い合わせについて、これまでに数件いただいていると

いう状況です。現在本町では、帯状疱疹ワクチンについての助成は行っておりませんが、
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成人の方を対象とした予防接種といたしましては、国が定めている主に個人予防に重点を

置いたＢ類疾病の定期予防接種として、インフルエンザワクチンと高齢者肺炎球菌ワクチ

ンに対して助成を行っております。これらを踏まえまして本町の今後の対応でございます

が、国の定期接種化に関する検討の場におきましては、引き続き期待される効果や導入年

齢に関して検討が必要とされていることや、それから予防接種に係る費用が大変高額にな

るということから、医療費等と比較した費用対効果等を考慮して現時点では町単独の助成

については考えておりません。従いまして今後も国や他自治体の動向を注視していきた

い。このように考えております。

●日高議員（日高八重美） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 詳しく説明していただきありがとうございます。帯状疱疹

は、早期に治療すればほぼ後遺症もなく治るということですけど、最初は何かわからない

感じでちょっと手後れになったりすることもあるようです。そうすると痛みが発疹とか症

状は収まっても、ぴりぴりする痛みだとかっていう傷みがちょっとしばらく続くというよ

うなこともあるようです。私も余り帯状疱疹のワクチンのことについては本当にほとんど

認識してなくて、そういった声をいただいていろいろ調べてみたら、ワクチン接種はない

ものと思ってましたから、今回いろいろ調べてみて、割と遠いところですけどワクチン接

種している自治体があるということがわかって、じゃあ近隣の市町村ではどうなんだろう

かっていうのをちょっと教えていただきたいなと思いました。今後この帯状疱疹が費用対

効果とかいろんな定期接種化に向けて今後どうなっていくかわかりませんけど、是非痛み

で苦しむ方ができるだけ少なくなるように、事前にワクチン接種等で予防ができるものな

ら予防ができるといいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。是非と

も今後も町としても前向きに検討していただきたいと思います。これで私が今日準備して

いた質問は一応終わります。何度も繰り返して申し訳ないんですけど、やっぱり介護の問

題はみんなの問題ですので今いる高齢者だけの問題ではないというところで、今回人材確

保、人材育成、本当に心から思います。何とかしてほしいと思いますので、是非とも町内

の中でも人材確保それから育成、できることは取り組んでいけるように、自治体と事業所

が一緒になってやっていけたらいいなと思います。若干時間が余りましたけど、これで質

問は終わります。ありがとうございました。
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●石橋議長（石橋純二） 以上で、日高議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩

に入らせていただきます。再開は、午後２時30分とさせていただきます。

――午後 ２時 09分 休憩 ――

――午後 ２時 30分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第４号大屋議員登壇

をお願いします。

（大屋議員登壇）

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） １０番、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 大屋光宏です。よろしくお願いします。偶然ではありますが

私の前の日高議員が一般質問におきまして非核平和の町宣言に関わる質問をされました。

今まで出てきてない話が突然質問に出て、それも二人続くっていうのはなかなか珍しいこ

とかなと思います。それぞれ立場も違いますし若干思いも違うんですが、もともと邑南町

には、近いところで言いますと２年前に核兵器禁止条約に署名批准を求める意見書という

のが出されました。議会の中で採択すべきだという方と不採択であるという方がおられて

結果は不採択となってます。そのときにも、邑南町は非核平和のまち宣言をしている町だ

からっていうことがありましたが、同じ思いでありながら結果は違う。ずっと気になって

まして、お互い多分一緒だと思うんですがこの度Ｇ７広島サミットがあってその声明を受

けて、今回の質問に至ったんだと思います。何度か邑南町の非核平和のまち宣言を読んで

みましたが、正直その宣言をした本心というか思いが、わかりにくいなと思いました。ま

ず簡単にわかるために、ではこの非核平和の町宣言を行うことによって邑南町はどういう

行事をしているのか、行動されたのかお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。
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○大賀総務課長（大賀定） まず始めに、邑南町非核平和の町宣言につきまして若干説

明させていただきたいと思います。このことにつきましては、邑南町合併後の平成１６年

議会１２月定例会において、当時の議員より旧瑞穂町が県下最多の被爆者を抱えていたこ

とから、平和非核兵器の瑞穂町宣言をしており、邑南町においても平和学習を学校教育社

会教育の両面から実践し、早急に非核平和宣言を行うべきとの一般質問がございました。

その際に石橋町長は、全ての基本は平和であり行政の責務であるので積極的に平和学習を

推進する。非核平和宣言を議会と協議し、なるべく早い時期に宣言できるよう努力すると

答弁しております。そして、平成１７年議会３月定例会において、邑南町非核平和の町宣

言を提出し議決をいただいており、３月２６日邑南町合併記念式典において邑南町民憲

章、人権尊重の町宣言とともに披露をされております。邑南町非核平和の町宣言は、世界

に広がる核兵器・化学兵器の限りなき開発と脅威について、人類最初で唯一の被爆国民と

して全世界にその惨禍を繰り返させてはならないと訴え、邑南町民は日本国憲法に掲げら

れた恒久平和の理念を日常生活の中に生かし、永遠の平和を子々孫々に継承するために宣

言すると当時されたものです。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 教育委員会で実施している非核平和への取組

についてお答えいたします。学校教育においては、各小中学校の総合学習の時間に被爆の

歴史や平和について考えるとして、平和記念公園や原爆ドームへの見学や被爆体験者の講

話を聞くなどの機会が設けられている学校があります。また、戦争の実態や平和の大切さ

を実体験するため、修学旅行で沖縄へ行く学校もあります。事前に沖縄戦や基地などにつ

いての学習を行い戦争を体験された方からのお話をお聞きするなど、平和の大切さを肌で

感じながら理解を深めております。社会教育ではこれまでコロナ禍などで中止となってい

ました歩こう広島を、令和５年８月４日から５日にかけて計画しております。事前に平和

学習パネル展や学習会を開催し、平和について学ぶ活動を行っております。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。
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●大屋議員（大屋光宏） ありがとうございました。日高議員のときの質問にも、町長

がこの宣言は町と議会がともにつくったものですからって言われて、宣言をつくられた経

緯等は余りわからなかった部分もあったんですけど、先ほど総務課長のほうから説明もい

ただきました。旧瑞穂のほうで盛んに、平和学習なり平和活動がされてきた経緯は知って

ますし、その延長線上にあるということはよくわかりました。ただ最終的にわからないの

は、今総務課長に非核平和の町宣言を読んでいただきましたが、特に世界に広がる核兵器

化学兵器の限りなき開発と脅威は人類最初で唯一の被爆国民として、全世界にその惨禍を

繰り返させてはならないと訴えるものであります。ということは先ほどもあったとおり、

広島サミットでの宣言を評価する人たちと評価しない人たちがいる。核兵器禁止条約の署

名をする国としない国。町議会の中でも意見がわかれるということは、ここの読み方とい

うのは核兵器というものは既にあって消せるものではない。新たな開発をする国もある。

だから戦争として使われないための努力をするということで、惨禍を繰り返さないという

意味なのか。核兵器があること自体が問題である、もう絶対なくすということが思いなの

かがわからないということです。他の町も同様にこの宣言をされてますが、書き方は様々

です。基本的には似た書き方がしてる中でも、全世界から核兵器の廃絶という言葉が多く

の自治体では書かれてますが邑南町では書かれてません。そうすると、これをつくったと

きに核の抑止力というものについてこの宣言はどのように考えておられるのか、具体的に

教えていただければと思います。特に町長のほうから、議会と町民と一緒につくったもの

ではありますが、町も一緒につくっていますので、町長の立場として思いを聞かせていた

だければと思います。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治）

若干経過を補足させてもらいたいんですけども、平成１７年の１２月の議会において当時

の瑞穂地域の出身の議員さんから一般質問がありまして、非核平和の町宣言の必要性につ

いて急ぐべきと質問がございました。その方がおっしゃってた趣旨というのは、やはり平

和教育平和学習が基本である。その基盤として、非核平和宣言の町としての意思表示が必

要ではないかとおっしゃったわけです。したがって議員さんの思いも含めながら議会と議

論をしていって、いわゆる平和への尊さの思いを守り受け継いでいくことが我々の責務で
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あるという趣旨で、平和の町非核平和の町というものを文案に協議して決めたという経緯

がございます。この町宣言について、例えば、核兵器廃絶あるいはそうした文言がないの

はなぜかということでありますが、核兵器の廃絶あるいは核抑止力を容認するということ

は、邑南町としてはあり得ない。これはあり得ないこととして、平和に向かっていこうと

いうことで文案ができたと承知をしておりますし、当時の質問をされた方にもそういう思

いであったなと、お互いにあったなということを確認をしております。したがって、この

平和の町宣言がいわゆる核廃絶あるいは核抑止力というものを容認しないということを、

どうこの文言に取り入れるか取り入れないか、今の国際情勢も照らし合わせながら、これ

はつくって１９年もたっております、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●。今の議員のうち１１名の方々は在職されていらっ

しゃらないわけでございます。ですから、この非核平和の町を執行部・議員の皆さん方が

どう理解していくのか。そして、理解の上でこの文案をどうするのかということについて

は、今後の大きな課題であろうと感じております。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

立場がかわって時代がかわっても、これを読んだときに思いが伝わらないっていうのは確

かに問題があるんだと思います。ただ、その当時と今と社会情勢は違っても、目指すとこ

ろが変わるわけではないんだと思います。単純に見ると、比較的形式的につくられたな。

その協議をしてって言われたけどどの程度協議をされたのか文面自体が検索をかけます

と、ほぼ似たような町っていうのはたくさんあります。違いは核廃絶のことが触れてある

か触れてないかと、一緒につくったよっていう形式をとるために、主語が私たちになって

る。最後もそうですが、私たち邑南町民はって書いてありますが、町民の責務として平和

を子々孫々に継承するためここに宣言します。何かいい書き方だと思いました。町長には

一切の責任がなくて、全ては私たちかな。言い方がひどくてすみません。これを直してく

ださいじゃなくて、参考にしますといろんな町がありますが、ともに作ったっていうので

恐らく一番いいのは、東京だと思うんですが西東京市です。合併して、新しく西東京市に

なった平成１３年度に宣言をつくられてます。一緒につくったので、言葉は私たちはで比

較的わかりやすいので検索をしてみてください。あわせて、これは住民の人たちがみんな
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でつくって、私たち住民の市民の宣言なので、行政として西東京市平和推進に関する条

例。要は住民の活動に対して平和学習等について、行政は何をします。立場を変えてきち

っとした応援をしますっていうのが条例化されてます。いずれにしても、思いがきちっと

伝わってなかったんだろうな。核兵器禁止条約に署名批准を求める意見書に対する対応っ

ていうのは、今の話を聞くと非核平和の町宣言の趣旨から見ると、若干理解が足りなかっ

た部分があるのかと思いました。次の質問に入りたいんですが、よくこういう話をしたと

きに聞けばよかったじゃん。一般質問でもよくあります。議員の一般質問はレベルが低い

とかもっと勉強しろとか、そういうことは聞けばわかるだろうって言われます。僕が心の

中の叫びは、聞かなくてもいいように出してくれりゃいいのにって思います。ホームペー

ジに載せておいてくれればいいのに。例えば今の非核平和の町宣言にしても思いが違うよ

うであれば、つくったときの経緯であるとか宣言の趣旨だとかされれば誤解もなくいいの

かなと思うんです。それで町自体の情報提供の姿勢についてお尋ねしたいと思います。非

核平和の町宣言については、いろんな課題があるということで、お互いもう一度勉強し直

す必要があるかと思いますが、次に入りたいと思っております。まず、町が持たれてる情

報に対して、今はホームページっていうものがありますので簡単に見ることができるかで

きないか。特にほかの町と比較して情報公開はしてないわけじゃないけれど、なぜホーム

ページに出せないんだろうというのについて聞かせてください。一つ目は、何個か具体的

事例を挙げていきますがそれに意図があるわけじゃないです。自分たちのことのほうがい

いかなと思うので。例えば、町長も私たち議員も選挙しますと選挙運動の収支報告書って

いうのを町に出します。町長は別に試算報告書っていうのが条例で出すことが決まってま

す。これらは、町民の方は見ることができないわけじゃありませんが、基本的には閲覧と

いうことになってます。窓口に行って申請をして見せていただく。これがホームページに

なぜ公開できないんだろうか。閲覧とホームページ上で公開するっていうと、何らかの規

制なり法律なり条例改正なり手続が必要なのかどうか教えてください。

○柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、柳川情報みらい創造課長。

○柳川情報みらい創造課長（柳川修司） はじめに私のほうから、ホームページでの情

報公開について御説明いたします。議員ご質問の中にある閲覧ですが、一般的には見るで

あるとか調べるという意味です。先ほどもありましたように、御質問は一般の方が見るこ

とが可能である状態の情報をホームページ上で公開することは可能か、との趣旨であろう
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かと思います。一般的には著作権等の知的財産権や肖像権を侵害するもの、他人に迷惑を

かけるような情報や公序良俗に反する情報以外については、技術的にはホームページ上で

公開が可能であると考えております。しかしながら町が保有している全ての情報を、ホー

ムページ上で公開することには無理がありますし物理的にも限度があります。例えば、現

在のホームページのサーバ容量も１５ＧＢ（ギガバイト）の契約をしておりますが、約半

分の容量を使用しております。全ての情報をホームページ上に掲載するためには容量が不

足いたします。当然容量も増やすことも可能ですが、中には住民の方にとって不必要な情

報も存在しますので効率的ではないと考えます。ホームページ上での情報公開に必要なの

は、デジタル技術を利用して情報を収集する方が、どのような情報を必要としているのか

を思いを巡らせることではないかと考えております。ある調査によりますと市町村のホー

ムページで見る多い情報は、１番目がゴミの分別出し方、２番目が行政手続き申請、３番

目が医療健康との調査結果があります。この傾向を見ますと、生活に密着した情報へのア

クセスが多い傾向にあるかと思います。当然、生活に密着した情報以外にも住民の方から

の要望の多いものについては、公開を検討していく必要があると考えます。今後とも、ホ

ームページや公式アプリ等を活用し、それぞれに特性に合った情報の伝達に努めていきた

いと思います。なお、御質問で例示された２件については、それぞれ各担当課長のほうか

ら御回答いたします。

○秋田町民課長（秋田敏子） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、秋田町民課長。

○秋田町民課長（秋田敏子） 選挙運動の収支報告書のホームページ上での公開につい

ての御質問でございます。選挙運動収支報告書の要旨については、公職選挙法にて公表す

ることが規定されております。邑南町では告示によって公表しておりますがホームページ

上では公開をしておりません。ホームページ上での公開については可能ですが、選挙運動

収支報告書の要旨は選挙管理委員長名での告示ですので、ホームページ上での公開につい

ては選挙管理委員会での協議が必要となってまいります。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。
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○大賀総務課長（大賀定） もう一つ例であげられました、町長の資産報告書について

でございます。このことにつきましては、政治倫理の確立のための邑南町長の資産等の公

開に関する条例によりまして、毎年新たに有することとなった資産等であって１２月３１

日において有するものについて作成することになっております。先ほど議員おっしゃいま

したように閲覧となっておりまして、閲覧希望者からの請求により、指定する場所で執務

時間中に報告書の閲覧が可能となっておりますが、ホームページ上で公開はしておりませ

ん。島根県知事も、ホームページ上では公開をされておりません。公開は可能であります

が、公開すべきかどうかにつきましては慎重に判断をしたいと考えております。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） ホームページでの公開について、まず担当課長のほうから一

般論の話がありました。技術的なことも可能であるけれど容量の問題等の物理的な問題。

結果的にホームページで何を情報を出すかっていうときに、まずは優先順位の問題なんだ

と思います。町民に密着度の高いものからということだと思います。あえて例えばって出

したのは、新聞等でなり他の自治体ではそういうのが出てますし、私たちでいうと政治資

金に関する県に対する報告は、以前は用紙でしたけど、今は全ページが報告書の全てが公

開されるようになりましたので、基本的には境目がなく全て出していかれるものかと思い

ました。閲覧で見ればいいのかもしれませんが。田舎ですので誰が見たってわかるだけで

もお互い嫌なもんなんだろうなと思って、あえてこういうのを僕が見たいと思ってやった

わけじゃないので理解してください。まず町の一個の姿勢はわかりました。続けて、私た

ちが聞きたいと思うときに、どうしても個人情報というのは気になります。聞いて町が判

断されて答えられなければいいんだと思いますが、議員に尋ねられて個人情報ですのでっ

てはっきり言えばいいですけど、なるべく議員の質問に対しては答えたいという姿勢を見

せますと、どうしても内緒でねってことはありませんが、僕はなるべく聞かないようにし

とるんですがすごく個人情報っていうのが気になります。そこで、例えば具体的なんです

が、最近、人農地プラン、農業振興において、それぞれの地域において、育てる人、農地

を集積する、その地域をどうするという中で、人農地プランが公表されて、中心経営体の

名前が、ＡＢＣだったと思いますが非公表でした。具体的に言いますと、例えば、認定農

業者と言われる方、新たに新規就農されて計画認定を受けた認定新規就農者。あわせてこ

れは余りなじみがないですが指導農業者であるとか青年農業士っていうものがあります。
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これらの名前っていうのは余り公表されてないですが、個人情報に当たるものかどうか教

えてください。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 人農地プランの公表において、認定農業者や認定新規

就農者などの名前については個人情報に該当するのどうかという質問でございますが、こ

れは個人情報に該当するものでございます。人農地プランとは農業者が話合い基づき中心

経営体や地域の農業の将来のあり方を明確化し、市町村により公表されるものです。邑南

町では１７の地区において作成しホームページで公表をしております。ただ、先ほどの中

心経営体の部分についてはＡＢＣというかたちで公表をしております。これまで本町にお

いては、人農地プランのホームページ公表の中では認定農業者等の氏名の公表は先ほど申

しましたようにいたしておりません。認定農業者等の認定の段階で個人情報の取扱いの同

意書というのをいただいております。氏名等の提供先を、国や県、農業委員会等の関係機

関にこの同意書の中で限っていることから、ホームページの公表はいたしておりません。

なお、このプランの作成の段階では話合いが必要でございますが、その段階では個人情報

の共有はこれは当然と考えております。前述の同意書に基づき、氏名等を関係機関へ提供

してプランを作成しているところです。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 人農地プラン上ではっていうのと一緒だと思うんですけど、

改めて聞き直しますが、認定農業者のお名前、認定新規就農者のお名前というのは個人情

報であるということで、うなずかれてるのでそうだと思うんですが少しちょっと足して聞

かしてください。誰々が認定農業者であるということが個人情報なのか、認定農業者であ

る誰々の経営改善の内容、目標とする所得であるとか周知というものが個人情報なのか。

要は、認定農業者であるその人がどういうことをするかわからないけど、誰々さんは認定

農業者なので応援してあげてください。誰々さんは認定新規就農者なので応援してくださ

いっていう、認定農業者っていう冠がつくこと自体が個人情報なのかどうか。恐らく所得
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の内容であるとか経営改善の内容がセットになって初めて個人情報とは思うんですが、そ

この取扱いがあるかどうか教えてください。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 人農地プランの邑南町でのホームページ公開について

は、国の様式を使っています。それでこの国の様式をそのまま使う場合は注意書きがござ

います。この注意書きには、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれる

ことから、留意をする必要があると書かれております。したがって中心経営体の氏名等に

ついては住所とか特定の個人が特定される情報だと思いますが、これについては個人情報

と考えています。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 例えば産業振興において地域の中心的な担い手は誰々ですよ

っていうのは、個人情報取扱いに注意しなきゃいけないということになれば、確かにお互

い誰が農業者で多くの人が認定農業者になっていれば、いろんな部分で名前は出せないこ

とになるんだと思うんです。誰が農業者かもわからないしどういうことをしてるかもわか

らなければ、実態把握も難しい。それは個人情報というどうしようもない壁なので致し方

ないと思いますが、ちなみにこれが個人情報であれば職員の方っていうのは、誰々が認定

農業者であったっていうことは守秘義務に当たるのかどうか。個人情報は守秘義務であっ

て職務上知り得た秘密であって辞められた後にもしゃべってはいけない、というものなの

かどうか教えてください。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

○大賀総務課長（大賀定） 先ほど議員おっしゃいましたことにつきましては、守秘義



51

務に当たるものであると思っております。在職中であっても退職後であっても、それを他

に漏らすことは許されないものと思っております。取扱いは非常に難しいものであると思

っております。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 初めてそうやって聞いてなるほどと思いました。時代も変わ

ってますし、個人情報の取扱いについてそうしなきゃいけない。認定農業者であるかどう

か、以前は名前を含めて公表されてましたので無条件で関係機関にも名前が出てました。

不都合はなかったです。逆にいろんなとこから情報が得られるっていうメリットがあった

んですが、その後個人情報ということで外部に出なくなった。今はきちっとした手続をさ

れてますので問題はないんだと思います。一言だけ不満を言いますと、以前町長が農業振

興において大きな農業者は国の支援があるから、そうじゃない人たちを町は応援していく

んだって言われましたが、認定農業者になっても何のメリットもないんだけどなっていう

のは、こういう情報は個人情報で誰が認定農業者ですっていうのを文章等の情報発信はで

きても、それ以上のことは難しいというのはこういうところに壁があるのかなと思いまし

た。一方であえてこれを聞いたのは、国でいうと例えば最近でいうと新型コロナ感染症の

関係で経営継続補助金というのが出まして、感染対策とプラス何か機械が買えたんだと思

います。これの交付決定者っていうのは、全国の交付決定者の全てがお名前が出てます。

認定農業者っていうのは、経営改善してその地域の担い手になりたいよっていう前向きな

ものでは非公表ですが、補助金の交付が誰がもらったんだっていうのがわかるのはＯＫで

これがＯＫなら、認定農業者も大丈夫だと思ったんですが、そこは違うんだなと思いまし

た。なかなか町の中でいろんなやりとりをする中で、国にしても他の自治体にしても、恐

らくそれぞれの判断が正しいところと誤ったとこがあるんだと思いますが、公開されてい

る情報を見れば、これはここまでは大丈夫なんだろうなと思った感覚で聞くと、実は個人

情報というのは多々あるのかなと思います。最近で言いますとこれは質問しませんので聞

いてください。霧の湯の問題が起こったときに、霧の湯の経営状況について詳しく説明が

ありました。これ個人情報というか、町としたら決算のときの指定管理調べの中で出てい

る以上の数字が出てくるので、いいのかなあって。向こうが出すのはいいのかなと思いま

したが、じゃあ一方で、霧の湯は大変だけど他の施設はコロナ禍でどうなんだろうって聞

きたいんですけど、恐らく聞くのは個人情報というか会社のその先の経営状況というのは
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個人情報に当たるのかなと思いました。あえて聞かなかったので言われた分はＯＫで、聞

くのは駄目なのかなと。常に質問をしながら悩みがあるという状況を知っておいてくださ

い。今情報のアクセスと個人情報の話をしました。そのあと町に聞けばいいっていういろ

んな話が出たときに、町がどれだけの情報を持ってるかっていうのは実はわかりません。

具体的に言うと３番目の質問ですが、農林業なり商工業の振興において町として独自に毎

年統計集のようなものを、出されていません。毎年の農業生産額であるとか商工業の製造

額、売上げ額、件数、その推移等というのは全くわからないです。県の情報等から引っ張

ってきて自分の中で整理をしていくしかないです。Ａ級グルメ戦略の話のときもしました

が、お話として、町の飲食店の件数は増えているとか、そういう話は出ますが、どこを見

ればそれがわかるのか。観光入り込み客は１００万人を目指す中で、県が出す統計は減っ

てきてるんだけど、それ以外の町独自を足すと増えてますっていうところの、町独自の数

字がわからない。そう思うとこれ以前通告をしたんですが時間がなくてできませんでした

が、町として用語の定義づけであるとか、独自調査を行って統計数字を毎年取りまとめる

べきだと思いますが、町の考えを教えてください。

○白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

○白須産業支援課長（白須寿） 現在商工業や農林水産業の統計につきましては、町独

自の調査は行っておりません。産業振興等の議論を深めるためには、施策の根拠となる統

計数値等を共有することは最も大事なことだと思っています。現在のところは様々な議論

の場において、経済センサスや農林業センサスなどの国や県の統計資料、あるいは商工会

やＪＡ農業再生協議会、森林組合等の関係機関の資料等から必要な数値を整理し利用して

いるところです。また、必要に応じて島根県あるいはＪＡ、森林組合などに照会をし提供

いただいた数字を利用する場合もございます。国や県の統計資料についてはホームページ

で公表されているものも多く、またリーサスというインターネット上のたくさんの情報を

活用して地域経済を分析できるシステムも提供されておりますので、これらも利用してい

るところでございます。用語の定義付けと独自調査なども行い商工業と農林漁業の統計数

字を毎年取りまとめるべきとの御提案でございますが、一般的な統計数値については公表

されており議論の材料としては、それぞれの議論の内容に応じて必要な数値を都度提示し

てまいりたいと現在のところは考えております。
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●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） これもホームページなりいろいろ視察へ行くと、それぞれの

町が取りまとめてる状況がよくわかりますが、他の町と比較して邑南町は少ない。若しく

はないに近いのかなと思います。なかなか独り言じゃないんですが、一番最初に柳川課長

が言われた生活に密着する部分から優先度って言われると、こういうものを求める議員も

人も少ないんだろうなって思います。農林業の統計であるとかそういう中で活用というと

こは、需要が少ないって言われればそれまでかと思いますが、Ａ級グルメ戦略の大きな反

省点というのは言葉としてたくさん出たけれど、それが先に数字を出されてみんなが判断

すればよかったんですが言葉が先でその裏づけがわからなかった。観光入り込み客もそう

です。聞けば突然数字を出される。例えば、Ａ級グルメで所得向上って言われるけどどこ

を見てするのかって聞いたら、町への住民税の金額が増えてるからって言われましたが、

突然言われても全くわからないしその数字はどっから来るんだろう、後で調べても該当す

る部分が、全く一緒の部分がなくてわからないということもありますし、町長に町民の所

得向上はどう考えるのかといったときに所得には可処分所得っていうのがあるって言われ

ましたが、これまた可処分所得っていろいろ出てますが、どれを見ればいいのかが全くわ

からない。皆さんはたくさんの数字を持っておられて言われるけれど、町民なり私たちは

そういうのがなくて判断がつかない。一方で先般５月に入ってからだったかもしれません

が、自治会長会等の説明ということでケーブルテレビも使われたときに、町長がＡ級グル

メの話をされました。そのときに、地域おこし協力隊の研修が終了後１年未満の中で起業

された人数ということを出されました。初めて見る数字ですしそのやり方に対して何もな

いんですが、初めてそういうのを出されたときに、議会なり私たちと町の感覚の違いはこ

こなんだと思いました。町としたらちゃんと研修終了後起業をした人が何人で、そういう

成果が出ましたっていうのは正しいと思います。議会なり町民は、その人たちが特に飲食

店は厳しいので３年後も５年後も続いているかどうか、そこにどういう関わりが町をもっ

てたのが気になるんですが、そこの数字がないということは、勘違いなり誤解の始まりは

数字も出されないですしそういうとこであったんだ。数字を出されていれば、この次の何

年後はどうなんですかといえば全く違ったんだと思います。もう１点話をしますと数字っ

て意味で、農業は非常に厳しい後継者がいないって言われてますが、僕は毎回この話にな

るといや違いますよ。今は一昔前に比べて新規就農者もすごく増えてて、後継者がいない

わけじゃないですよねって言うんですが裏づける資料が余りない。見方を変えますと辞め
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る方の人数と新規就農者の数でいうと合わないかもしれないですが、離農された方の売上

げと新規就農者の目標とする売上げ若しくは面積で比べれば、十分農業が遅れてるわけで

はないと思うんですが、そういう議論もできません。やはり取りまとめてきちっと出すっ

ていうことは必要かと思います。それらを含めまして、改めて他の町では情報公開をして

るんだけど邑南町ではしてない。こういうのは出したほうがいいんだろうか、こういう数

字をまとめると議会も町民の方もわかりやすいし町が何をしたいかよくわかってもらえる

んだけど、ここ例えばって書いてありますが、町長の行動であるとか町長の交際費ってい

うのは、どこの町も今やってますが邑南町はしてない。こういう新たな情報公開をホーム

ページ上でするしないっていうのは、誰が決めるものなのか。町長がこれはしなきゃいけ

ないと思ってするのか、担当者がこういうのを今の時代すべきだよねってしてするのか、

政治としてこういうものを決めてするのか、事務的に時代としてやっていくのかっていう

のは、誰が邑南町の中では決めていかれるのか教えてください。

○大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

○大賀総務課長（大賀定） ホームページ上の情報公開について、新たに邑南町が行う

かどうかを決めるのは誰の判断かという御質問でございます。まず、町民の皆さんに対し

公開する必要のある情報として新たにホームページ上で公開することにつきましては、町

長からの指示や所管課の方針、町民の皆さんからの要望などもございますが、必要に応じ

て町長の決裁を受けて所管課がホームページで公開をしております。例えばということで

あげていただきました町長交際費につきましては、これまで公開をしておりませんでした

が先般御意見を頂戴しましたので、近隣市町の状況も参考に検討した結果公開することと

し、この度邑南町長交際費の支出及び公表に関する要綱を制定いたしました。ホームペー

ジ上での公開に向けて準備を進めております。公表する内容につきましては、支出の年月

日、区分、内容、金額としておりますが、相手方に配慮が必要と認められる場合は個人名

等を公表しないものとしております。次に町長の動静につきましては、これまで公開して

おりません。他町村の状況を全て把握しているわけではございませんが、ホームページ上

で公開している町村は全国的にも少なく一部にはございますが事後掲載であり、島根県知

事も事後掲載となっております。公開する必要のある情報として新たにホームページ上で

公開することにつきましては、公開するかどうかを協議の上、町長が公開をすると判断し

た場合は要綱を制定するなど準備してまいりたいと考えております。
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●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） なんとなくですが邑南町は情報公開に積極的ではないのかな

っていう気がしてます。最終的には町長の決裁がっていうことなので、こういうのはなぜ

しないんですかって聞いて他の自治体を調べてやっていればする。そうでなければ積極的

ではないっていう感じがします。一番最初にどの課長が答えられるかなと思ったら、柳川

情報みらい創造課長が答えられたので、少しちょっと脱線しますが聞かせてください。邑

南町のホームページの一番下に、何て書いてあるか皆さん御存じですか。掲載の記事・写

真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。それが英語で、Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ

（Ｃ）Ｏｈｎａｎ ｃｈｏ．Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．となってます。町の

姿勢として、ホームページ上にあるものは一切の無断転載を禁じる。皆さんどうぞ御自由

に使って、情報発信等の活用をしてくださいというわけではないんだと思います。具体的

に言うと、私たち議員も今日一般質問がある。混同するので議会事務局のほうで一般質問

の一覧表をつくられた。ホームページそのままＳＮＳ（エスエヌエス）にコピーをしてあ

げて、私の一般質問こうだから皆さん見てねってやるとか、ダウンロードして印刷をして

それを配るっていうのは違法ですよね、その趣旨からいくと。そういう意味でわざとこれ

を書いているのか、町の姿勢として、やはり著作権は大事であって町の姿勢として町がつ

くったものを無断で配布する、活用することはあってはならない。例えばに付け加えます

と僕もやったことありますが、意見交換会皆さん来てほしいので配るんですけどって、議

会事務局に聞いて、枚数足りないなら僕ダウンロードしてホームページからコピーして配

りますわ。許可を受けたようで受けてないけど、基本的には駄目な行為なんだと思いま

す、この趣旨から。町としてはあえてこれを入れられてるってことは町の情報っていうの

は、皆さん自由に活用して日常活動なり事業活動に活用してくださいっていう気はない、

そう捉えられても仕方ない。後ろ向きな発言ですみません。そのようになるけど、そうい

う解釈で正しいかどうか教えてください。

○柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、柳川情報みらい創造課長。



56

○柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 町のホームページに掲載してある、記事・写

真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じますという言葉の意味ということの御質問だ

と思います。例えば他のホームページに記事を載せる場合、この場合ですとまずリンクと

いう方法があろうかと思います。ＵＲＬ（ユーアールエル）を貼っていただいて、記事と

リンクさせる。これによって転載をする必要はなくなろうかと思います。実際にあります

記事のコピーの配布ですね、厳密に言いますと確かにそういったことは、この制限に引っ

かかるかとは思います。ただそこに悪意があるかどうかっていうところが、やはり一番で

はないかと思います。ホームページといいながら住民の皆さんの財産の一つでありますの

で、悪意のないものであればそこは目をつぶるべきかと思いますし、逆にそこに悪意があ

って無断転載・掲載をされる場合は、これは財産の侵害でありますので、これについては

適正に対処していく必要があろうかと思っております。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 悪意のある聞き方をしました。悪意のある解釈をしますと一

般の方がされるものは前向きに考えるが、気に入らんやつがやったときには、これで引っ

かけてやろうっていうのも可能だっていうことですが、そういう意味じゃなくて、今の時

代は多分課長もわかっておられるんだと思うんです。例えば、オープンデータっていうこ

とになって、行政のデータについては皆さん活用してください。新たな仕様として、クリ

エイティブコモンズっていう、要はこれは使っちゃ駄目ですじゃなくて使ってもいいです

よ、ただし条件として、全くの無条件で使ってもいいですとか、このデータについては大

部分の自治体は無条件で使ってもいいですが、例えば、邑南町がつくったものは邑南町の

名前だけはきちっと入れてくださいねっていうことで、使うのを前提にしてるっていう時

代です。皆さんタブレットを持っとられるので、もし気が向けば調べてみてください。

多分一番世の中で情報公開が進んでるのは、宮崎市かと思います。宮崎市で事務処理誤り

等情報公開で検索かけていただくと、この４月からですが、宮崎市役所の中で事務誤りが

あったものについて全て公開されてます。宮崎市のホームページで、市政情報、統計情報

公開、最後事務処理誤り等及び事件事故の公表で、件数で始まってそこをクリックすると

具体的な内容が全て出てます。時代はここまで来てるんだと思います。住民にとって利用

度が高い低いじゃなくて全ての情報を出した上で、住民の活動の中でそれを活用していた

だく。嫌な情報であっても出せば変な疑いは持たれないということなんだと思います。先
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ほどから何回か情報公開についての最終的な判断は町長決裁ということだったので、改め

て最後に町長に、今までのやりとり等を見たときに他の自治体と比べたときに、邑南町の

情報公開ってどう思われるか。また、今後これでいいのか、もっと進めていかなきゃいけ

ないのか、どうあるべきか、考えがあったら聞かせてください。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） これでいいのかどうかっていうことについては、十分ではな

いと申し上げたいと思います。しかも、ホームページ上で公開して誰もがアクセスできる

ように今後なっていかなければならないということは、大変大きな指摘だろうと思ってお

ります。島根県内市町村いろいろありますけども、ある意味で必要な情報は県内市町村に

先駆けて住民の方々に、個人情報に十分配慮しながらも出していくっていう姿勢は、大変

大きな意味があるんだろうと思いますので、今後できることから是非実行していきたいと

思っております。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） この質問に至った経緯で、執行部の方々、議員の皆さん、町

民も思いが違うのかもしれません。ただ単にものが知りたいわけじゃないです。それは知

るっていうことは、興味もありますし関心も高くなりますしいろいろ勉強にもなります。

あわせて、今の町の様子を見たときに、非常に情報公開が少ない。データとしてのものが

ない。それは一つの危機感でＡ級グルメにしてもしごとづくりセンターにしても、例えば

大学の研究対象になるとか、学生が来てそれを研究対象にする、論文にする、本にするっ

てことがないです。昔の石見なり瑞穂の時代は、昔って言っても昭和６０年前後ぐらいま

で、平成に入るまでは、比較的本であるとか論文に、今でいう過去の石見町、瑞穂町、羽

須美村っていうのは、農村調査であるとか様々な面で研究対象になりやすかったんだと思

います。情報がたくさん載ってて、データもたくさん載ってて、記録として残ってます。

合併して今までの２０年近くっていうのはそういうのがなかったので、記事にはたくさん

なったけれど、記録として何もないんじゃないかっていう思いを持ってます。出せばもっ
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といいことがあるはずなんですが。改めて町長に、非常に何か他人事で今の状況じゃよく

ないし、もうちょっと積極的にって言われましたが、町長が一番最初に選挙に出られたと

きの公約を覚えておられますか。恐らくしがらみのない政治という話と一緒に、徹底した

かなり情報公開ということを公約に挙げられたんだと思います。それが密室の政治はいけ

ないとかいう話の中で、町長室の扉も全部じゃないですがガラス張りにされたりそういう

ことがあったと思いますし、そういう町長の公約そのときの思いはどこにいったんだろう

と思うんですが、改めて町長は公約で情報公開を掲げられたはずですが、そのときの思い

が今でもあるのか。一般質問のやりとりをして、これはいけないと思われたのかでかなり

違うんだと思います。これだけ進んでなければ、途中で反省があってもいいと思うんです

が、公約としてそれを覚えておられるかどうかと、やはりそのときの思いから見て今どう

なのか。するんであればどこまでしなきゃいけないっていうのが、具体的にあったら教え

てください。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 公約としては、徹底した情報公開ということは申し上げまし

た。それに対して現状はどうかということでありますが、やはりその点から考えるとちょ

っと不十分であったかなと反省をしております。今後は是非そういう形で、公開に努めて

いきたいと思っております。

●大屋議員（大屋光宏） はい。議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） もう一つ、町長でも副町長でも結構なので、聞かせてくださ

い。町長が徹底的に情報公開を進めていきたい、情報公開をしたいって言う中で今聞いた

とおり、新たに数字をまとめるっていうことは事務的に負担があります。公開するに当た

っては物理的な問題、サーバーの容量の問題もある。そうすると情報公開を進めるってい

うことはお金がかかることであって、職員にとってもしかしたら負担がかかることかもし

れない。すれば結果的にその先には負担が減っていいことがあるかもしれないけど、一時

的には、今まで何もしてなかって言ったら認識の違いだと言われるかもしれませんが、他
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の自治体に追いつこうと思うとかなりの予算なり人手がかかると思いますが、その負担っ

ていうのも町は賄う気があって情報公開を進める気があるのか。やってみたけどお金がか

かるし手間がかかるのでやめるのか。そこの覚悟を教えてください。

○日高副町長（日高輝和） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、日高副町長。

○日高副町長（日高輝和） 情報公開についての負担部分についての御質問でございま

す。先ほど来出ておりますように、基本的には法令等に照らし合わせて、公開が不適切な

こと以外のことについては、基本スタンスとしては公開をしていくべきだと考えておりま

す。ただ公開の方法として、いわゆるホームページ上での公開ということにつきましては

大屋議員おっしゃるように、相当の労力等もかかってくることもあると思いますし、ある

いは例えば先ほど来ありましたけども、県のほうの持っている情報のところにいってもら

えば、簡単に出せるようなケースも出てくると思います。先ほど情報みらい創造課長が申

しましたように、やはり皆様からどのへんのところを求められているかというところも含

めて、しっかり把握しながら、優先順位もつけながら、費用対効果も含めて考えながら、

やっていかなければならないとは思いますけれども、基本的なスタンスとしてはやはり公

開できるものは可能なものはしっかり公開させていただいたほうが、いろんな行政手続等

を進める上でスムーズにいくということは間違いないと思いますので、そのへんも含めて

少し研究をさせていただきたいと思います。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 時間になりましたので最後に一言だけ。先ほどオープンデー

タということで情報公開の話をすると、求められればってあったように、要求があれば住

民が求めているかどうかじゃなくて、まずは出すっていう姿勢がなければ必要かどうか何

があるかわからないんだと思います。ちなみに、オープンデータってなりますと県にもそ

のホームページがありますが、市によって安来等は百を超えるデータが計上されてます。

邑南町は、オープンデータで出てるのはＡＥＤの設置場所と避難所だけです。先ほど野田

議員のときにもありましたが、名水が１０か所もあるならそれを観光に生かして働きかけ
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って言われましたが、名水の情報をオープンデータに上げてそこはどこにあるか緯度経度

をあげれば、あとは自分のお店に来てほしいという人たちがそういうデータを活用してマ

ップをつくるなり何でもできるんだと思います。行政が働きかけをしなくても情報を出せ

ばできるんだと思います。決して求められれば必要なものを出していくんじゃなくて、ま

ずは出す姿勢から始まっていってほしいと思います。以上で一般質問を終わります。あり

がとうございました。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、大屋議員の一般質問は終了いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） 以上で、本日の日程は全て終了いたしましたので、本日は、こ

れにて散会といたします。御苦労様でした。

―― 午後 ３時 31分 散会 ――


